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朝
鮮
初
期
に
お
け
る
国
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限

|
|
漕
運
穀
を
中
心
と
し
て
|
|

-L・
ノ、

反

田

里

一

は

じ

め

に

二
『
経
園
大
典
』
所
載
の
規
定

三
漕
運
穀
の
轍
没
了
上
納
期
限

(
1
)

『
経
園
大
典
』
規
定
の
成
立
以
前

(
2
)

『
経
園
大
典
』
規
定
の
成
立

四
慶
原
倉
(
可
興
倉
)
所
納
慶
尚
道
田
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限

五
京
倉
直
納
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限

六

む

す

ぴ
は

じ

め

朝
鮮
初
期
、
国
税
と
し
て
各
地
で
徴
牧
さ
れ
た
穀
物
は
、
お
も
に
漕
運
に
よ
っ
て
王
都
漢
城
ま
で
輪
逸
さ
れ
た
。
漕
運
と
は
、
園
家
の
管
轄

(
1
)
 

下
に
運
営
さ
れ
た
水
運
機
構
で
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
の
漕
運
は
、
水
上
交
通
の
要
地
に
設
け
ら
れ
た
漕
倉
を
撮
酷
と
す
る
も
の
で
、
周
遺
諸
邑
か

一
時
的
に
保
管
さ
れ
た
の
ち
、
官
船
(
漕
船
・
軍
(
松
一
も
し
く
は
王
朝
政
府
が
借
り

ら
漕
倉
へ
運
ば
れ
て
き
た
国
税
穀
は
そ
こ
で
牧
祝
さ
れ
、

287 

上
げ
た
私
船
に
積
み
込
ま
れ
て
、
海
路
あ
る
い
は
河
川
水
路
を
通
じ
て
漢
城
ま
で
航
迭
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
田
税
上
納
が
克
除
さ
れ

十
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て
い
た
平
安
・
成
鏡
の
一
石
砲
を
除
き
、
建
る
六
遁
内
の
す
べ
て
の
邑
の
田
税
穀
が
漕
運
の
み
に
よ
っ
て
輪
迭
・
上
納
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

し、
O 

朝
鮮
王
朝
の
基
本
法
典
で
あ
る

「
経
圃
大
典
」
に
よ
れ
ば
、
同
書
が
最
終
的
に
定
着
し
た
十
五
世
紀
末
の
時
貼
に
お
い
て
、
漕
運
援
貼
と
し

て
の
漕
倉
は
全
国
十
一
か
所
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
慶
尚
・
全
羅
・
忠
清
・
黄
海
の
四
道
の
田
税
穀
は
、
そ
れ
ら
の
漕
倉
を
介
し
て
、

つ
辛
子
川
ノ

漕
運
に
よ
っ
て
輸
送
・
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
原
道
の
場
合
は
こ
れ
ら
と
は
や
や
異
な
り
、
大
学
の
邑
の
田
税
穀

は
漕
運
に
よ
っ
て
輸
送
・
上
納
さ
れ
た
も
の
の
、
准
陽
・
金
城
・
金
化
・
平
康
・
伊
川
・
安
峡
・
銭
原
の
七
邑
の
田
税
穀
に
つ
い
て
は
、
生
産

(
3
)
 

地
か
ら
直
接
、
漢
城
所
在
の
京
倉
へ
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
漢
城
に
隣
接
す
る
京
畿
諸
邑
の
田
税
穀
も
、
漕
運
に
よ
っ
て
で
は
な

(
4
)
 

く
、
京
倉
で
直
接
収
税
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
田
税
穀
を
輸
迭
・
上
納
す
る
際
に
は
、
漕
運
と
京
倉
直
納

の
二
つ
の
方
式
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
漕
運
が
主
流
を
な
し
た
が
、
輪
迭
距
離
や
行
程
の
険
易
を
勘
案
し
て
、
京
倉
直
納
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
田
税
穀
の
輸
送
・
上
納
に
は
昔
然
な
が
ら
一
定
の
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
漕
運
・
京
倉
直
納
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
京
倉
へ
の
納
期
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
漕
運
の
場
合
に
は
そ
れ
に
加
え
て
漕
倉
で
の
牧
税
、
漕
運
船
へ
の
積
み
込

み
、
さ
ら
に
は
漕
倉
所
在
の
浦
所
か
ら
の
漕
運
船
圏
の
出
港
な
ど
、
そ
の
作
業
段
階
に
磨
じ
て
い
く
つ
も
の
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
う
し
た
期
限
の
設
定
は
、
国
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
を
固
滑
に
賓
施
し
、
園
用
経
費
の
確
保
に
支
障
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
に

も
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
田
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
首
時
の
田

税
制
度
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
が

正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
5
)
 

朝
鮮
初
期
の
国
税
制
度
に
関
し
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
師
往
の
研
究
の
大
宇
は
、
踏
験
損
賓
法
や
貢
法

十
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な
ど
の
田
税
徴
政
法
、

回
税
牧
入
源
で
あ
る
各
種
の
田
地
、

の
輸
迭
・
上
納
に
つ
い
て
は
、

回
税
制
度
と
園
家
の
財
政
運
管
な
ど
に
集
中
し
て
お
り
、
回
税
の
徴
牧
作
業
や
そ

(
6
)
 

い
ま
だ
十
分
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
輪
迭
・
上
納
期
限
の
問
題
も
決
し
て
そ

の
例
外
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
に
闘
す
る
規
定
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
整
備
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
経
緯
を
や
や

詳
し
く
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
躍
的
に
は
、
ま
ず
『
経
園
大
典
』
に
お
い
て
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
て
い
た
か
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
制
定
さ
れ
る
に
至
る
の
か
を
追
跡
す
る
。
昔
時
の
回
税
穀
輪
迭
の

主
流
が
漕
運
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漕
運
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
に
封
す
る
考
察
が
中
心
と
な
る
が
、
漕
運
に
依
援
し
な
が
ら
も
他
遁
と
は
異

な
っ
た
特
殊
な
輪
迭
方
式
を
採
用
し
て
い
た
慶
尚
道
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
節
を
立
て
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
京
倉
直
納
と
さ
れ
た
田
税
穀
の

輪
迭
・
上
納
期
限
に
つ
い
て
も
簡
単
に
検
討
を
加
え
た
い
。

『
経
園
大
典
」
所
載
の
規
定

(
7
)
 

朝
鮮
王
朝
の
基
本
法
典
で
あ
る
『
経
園
大
典
」
は
、
世
租
の
即
位
(
一
四
五
五
)
と
と
も
に
そ
の
編
纂
に
着
手
さ
れ
、
ま
ず
そ
の
う
ち
の
戸

(
8
)
 

典
が
同
六
年
(
一
四
六
O
)
七
月
に
頒
布
さ
れ
た
。
こ
れ
を
『
庚
辰
戸
典
』
と
い
う
。
つ
い
で
刑
典
が
翌
七
年
(
一
四
六
一
)
に
頒
布
さ
れ
(
『
辛

(

9

)

(

日
)

巳
刑
典
」
)
、
残
る
吏
・
曜
・
兵
・
工
の
四
典
も
容
宗
元
年
(
一
四
六
九
)
九
月
ま
で
に
ひ
と
ま
ず
編
纂
を
終
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
は

(

円

以

)

刊
行
さ
れ
ず
、
そ
の
後
も
改
訂
作
業
が
績
け
ら
れ
、
成
宗
十
五
年
(
一
四
八
四
)
十
二
月
に
至
っ
て
よ
う
や
く
最
終
的
に
完
成
し
、
そ
れ
が
翌

(ロ)

十
六
年
(
一
四
八
五
)
正
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
今
日
、

一
般
に
「
経
国
大
典
』
と
い
う
場
合
に
は
こ
の
最
終
定
着
本
で
あ
る

「
乙
巳
大
典
』

を
さ
す
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
の

『
乙
巳
大
典
』
を
『
経
園
大
典
』
と
表
記
す
る
。

さ
て
、
そ
の

『
乙
巳
大
典
』
に
は
、

国
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
に
闘
し
て
次
の
二
つ
の
規
定
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
史
料
A
は
漕
倉
に
お

289 

け
る
牧
税
期
間
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
B
は
す
べ
て
の
租
税
・
貢
物
類
の
上
納
期
限
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

十
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治

諸
遁
の
漕
税
倉
〔
割
註
略
〕
は
十
一
月
初
一
日
に
始
め
て
聞
き
、
翌
年
正
月
に
収
税
を
畢
わ
る
。
首
該
官
は
期
に
先
だ
ち
船
隻
を
貼
検
し

A 

て
漕
轄
す
〔
割
註
略
〕
0

(

『
経
岡
大
典
」
巻
二
、
戸
典
漕
轄
快
)

B 

ぁ

凡
そ
税
貢
の
物
を
牧
む
る
は
、
翌
年
の
六
月
を
限
り
て
上
納
し
〔
割
註
略
〕
、
祭
享
の
進
上
及
び
節
物
は
並
び
に
時
を
栓
う
。
(
『
経
園
大
血
ハ
』

者
二
、
戸
典
税
貢
候
)

ま
ず
史
料
A
に
よ
れ
ば
、
田
税
穀
を
漕
運
に
よ
っ
て
輸
迭
・
上
納
す
る
各
遁
諸
邑
の
場
合
、
告
田
該
年
度
の
漕
倉
で
の
牧
税
作
業
は
毎
年
十
一

月
一
日
か
ら
始
ま
り
、
翌
年
の
正
月
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
各
邑
で
は
生
産
地
か
ら
漕
倉
へ
の
田
税
穀
輪
納

を
こ
の
期
間
内
に
す
べ
て
終
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
漕
運
に
関
連
す
る
期
限
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
漕
運
船
へ
の
田
税
穀
積

み
込
み
と
、
漕
倉
所
在
の
浦
所
か
ら
の
漕
運
船
圏
の
出
港
に
閲
す
る
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
史
料
A
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
と

く
に
言
及
が
な
い
。

そ
こ
で
史
料
B
を
み
る
と
、
上
納
時
期
が
別
途
定
め
ら
れ
て
い
た
祭
享
進
上
等
を
除
い
た
す
べ
て
の
租
税
・
貢
物
類
の
上
納
期
限
が
首
該
年

度
の
翌
年
六
月
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
首
位
出
漕
運
も
そ
れ
以
前
に
賓
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
回
税
穀
を
漕
運
に
よ

ら
ず
に
京
倉
へ
直
納
す
る
江
原
道
の
一
部
の
邑
と
京
畿
諸
邑
の
場
合
も
、
史
料
B
の
規
定
か
ら
み
て
、
遅
く
と
も
首
該
年
度
の
翌
年
六
月
ま
で

に
は
上
納
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
経
園
大
典
』
所
載
の
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、

国
税
が
貢
物
・
進
上
と
と
も
に
首
時
の
圃
家
財
政
の
根
幹
を
な
す
財
源
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、

い
さ
さ
か
簡
略
に
す
ぎ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
『
経
圃
大
典
』

の
記
述
に
み
ら
れ
る
こ

う
し
た
簡
略
さ
は
、
な
に
も
こ
れ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
朝
鮮
王
朝
の
法
典
は
、
い
ず
れ
も
組
宗
の
法
と
し
て
永
世
遵
守
す
る

(
日
)

に
足
る
判
旨
・
篠
例
を
選
銀
す
る
形
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
行
法
と
し
て
昔
時
数
力
を
有
し
て
い
た
規
定
を
必
ず
し
も
網
羅
し
て
は

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
経
園
大
典
』
に
記
載
が
な
い
こ
と
を
す
ぐ
さ
ま
規
定
の
有
無
と
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

国
税
穀
の
輸
迭
・
上
納
に
つ
い
て
も
、
「
経
園
大
典
』
が
最
終
的
に
定
着
し
た
成
宗
十
五
年
(
一
四
八
四
)
首
時
に
は
、
す
で
に
同
書
に
記
載

十
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さ
れ
た
よ
り
も
詳
細
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
行
論
に
そ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

国
大
典
』
所
載
の
規
定
の
内
容
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

漕
運
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限

(
1
)
 
『
経
園
大
典
』
規
定
の
成
立
以
前

で
は
、
田
税
穀
の
輸
迭
・
上
納
期
限
に
闘
す
る
こ
の
よ
う
な
「
経
圃
大
典
』
所
載
の
規
定
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
、

しミ

つ

ご
ろ
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
は
ど
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
歴
代
の
賓
録
記
事
の
検
討
を

通
じ
て
こ
れ
ら
の
酷
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
田
税
穀
輪
迭
の
主
流
で
あ
っ
た
漕
運
の
場
合
か
ら
み
て
い
こ
う
。

朝
鮮
初
期
、
『
経
国
大
典
」
所
載
の
規
定
成
立
以
前
で
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
に
つ
い
て
言
及
の
あ
る
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、
管
見

の
限
り
『
太
宗
賓
録
』
に
み
え
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

ち
ゆ
っ
ち
よ
く

考
績
瓢
捗
の
法
を
立
つ
。
議
政
府
上
疏
し
て
日
く
、
「
(
中
略
)

ぁ

一
、
各
遁
各
官
の
貢
賦
は
監
司
・
守
令
が
節
を
栓
っ
て
備
排
し
上
納
す
。

C 

総
轄
・
軍
資
は
、
近
道
は
歳
末
、
遠
逼
は
明
年
に
漕
轄
す
る
を
限
り
と
寓
し
て
納
む
る
を
畢
わ
る
。
司
平
府
が
之
を
考
え
、
如
し
未
だ
納

め
ず
、
及
び
未
だ
納
む
る
を
畢
わ
ら
ざ
る
の
者
有
ら
ば
、
見
任
と
遮
任
受
職
者
と
は
並
び
に
比
白
職
を
停
め
、
未
だ
職
を
受
け
ざ
る
者
は
本

郷
に
安
置
す
。
其
の
中
の
尤
も
甚
し
き
者
は
職
牒
を
牧
め
、
外
方
に
霞
す
。
監
司
の
畳
察
す
る
を
失
う
者
は
職
を
停
め
、
尤
も
甚
し
き
者

は
亦
外
方
に
寵
す
」
と
。
之
に
従
う
。
(
「
太
宗
賓
録
』
巻
四
、
二
年
七
月
甲
申
〔
一
一
一
日
〕
係
)

太
宗
二
年
(
一
四
O
二
)
七
月
、
議
政
府
の
上
疏
に
よ
っ
て
「
考
績
割
捗
の
法
」
(
勤
務
成
績
不
良
者
の
罷
克
・
慮
罰
規
定
)
が
制
定
さ
れ
た
。
史

291 

料
C
に
は
、
そ
の
際
に
議
政
府
が
提
示
し
た
罷
克
・
慮
罰
規
定
の
一
項
が
み
え
る
。
そ
こ
に
「
総
轄
」
と
あ
る
の
は
、
官
僚
に
頒
給
さ
れ
る
椋

(
凶
)

俸
の
財
源
と
し
て
徴
吹
さ
れ
る
米
穀
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
績
く
「
軍
資
」
は
文
字
ど
お
り
軍
糧
穀
を
さ
す
。
い
ず
れ
も
上
納
さ
れ
た
田
税

十
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の
主
要
な
用
逢
に
該
首
す
る
か
ら
、
「
時
轄
・
軍
資
」
で
上
納
田
税
穀
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
一
項
は
、
田

税
穀
を
そ
の
期
限
内
に
輪
迭
・
上
納
し
な
か
っ
た
守
令
と
そ
れ
を
監
督
す
る
観
察
使
の
罷
克
・
慮
罰
規
定
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
規
定
で
は
、
田
税
穀
の
輪
迭
(
漕
運
)
期
限
が
「
近
道
」
で
は
「
歳
末
」
(
牧
穫
年
の
年
末
)
、
「
遠
道
」
で
は
「
明
年
」
(
牧
穫
年

の
翌
年
)
ま
で
と
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
納
む
る
を
畢
わ
る
」
と
い
う
表
現
、
さ
ら
に
そ
れ
に
績
く
「
如
し
未
だ
納
め
ず
、
及
ぴ
未

だ
納
む
る
を
畢
わ
ら
ざ
る
の
者
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
る
「
納
」
と
は
、
そ
の
文
脈
か
ら
、
漕
倉
で
の
牧
税
で
は
な
く
、
漕
運
に
よ
っ
て
王

都
漢
城
ま
で
輪
迭
さ
れ
た
田
税
穀
の
京
倉
へ
の
収
納
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
規
定
さ
れ
た
期
限
は
た
ん
な
る
漕
運
作
業
そ
れ
白
躍
の

完
了
期
限
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
田
税
穀
の
京
倉
へ
の
牧
納
期
限
、
す
な
わ
ち
上
納
期
限
で
も
あ
っ
た
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

た
だ
し
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
輪
迭
・
上
納
期
限
が
こ
の
と
き
に
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
以

前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
慣
例
を
明
文
化
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。
こ
の

規
定
の
眼
目
は
、
あ
く
ま
で
輪
、
会
・
上
納
期
限
を
遵
守
し
な
か
っ
た
守
令
等
の
罷
克
・
庭
罰
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
輸
迭
・

上
納
期
限
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
み
え
る
輸
送
・
上
納
期
限
は
、
こ
の
と
き
新
た
に
制
定
さ
れ
た
と
み
る

よ
り
も
、
そ
れ
が
慣
例
で
あ
っ
た
か
す
で
に
明
文
化
さ
れ
て
い
た
か
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
従
来
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用

し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
定
で
は
「
近
遁
」
「
遠
道
」
が
そ
れ
ぞ
れ
王
都
漢
城
か
ら
の
匝
離
に
も
と
づ
く
這
の
匝
分
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
も
の
の
、
平
安
・
成
鏡
の
二
遁
を
除
く
六
遁
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
雨
者
の
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
か
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
「
遠
道
」
で
は
首
該
年
度
分
の
回
税
穀
の
漕
運
と
上
納
を
「
明
年
」
(
翌
年
)
の
い
つ
ま
で
に
完
了
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て

も
と
く
に
鯛
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
は
明
確
な
規
定
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。

一
方
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
次
の
記
録
が
参

考
と
な
る
。

十
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た
て
ま
つ

左
政
丞
河
嵩
等
、
豊
海
・
忠
清
・
江
原
遁
米
穀
牧
納
の
事
宜
を
上
る
。
啓
し
て
日
く
、
「
(
中
略
)
且
つ
忠
清
・
江
原
雨
這
の
粟
、
毎
に

に

わ

ち

つ

が

い

氷
前
に
於
い
て
上
納
す
。
此
に
縁
り
て
禾
未
だ
執
さ
ざ
る
も
燦
か
に
蛭
支
を
加
、
っ
。
是
、
積
年
の
弊
な
り
。
請
、
つ
ら
く
は
、
他
遁
の
例
に

依
り
て
春
初
を
待
ち
て
轄
納
し
、
以
て
民
痩
を
除
か
ん
こ
と
を
」
と
。
之
に
従
う
。
(
『
太
宗
賓
録
』
巻
二
六
、
十
三
年
十
月
丁
未
朔
依
)

右
に
引
い
た
史
料
D
に
み
え
る
左
政
丞
河
嵩
等
の
上
啓
に
よ
れ
ば
、
太
宗
十
三
年
ご
四
二
二
)
昔
時
、
忠
清
・
江
原
の
二
道
の
米
穀
は

「
氷
前
」
に
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
「
氷
前
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
冬
季
に
水
路
が
氷
結
す
る
前
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し

か
も
「
春
初
」
と
釘
立
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
史
料
C
に
お
け
る
「
歳
末
」
と
同
義
と
み
て
よ
い
。

つ
ま
り
史
料
D
の
記

述
か
ら
、
史
料
C
に
お
い
て
議
政
府
が
い
う
「
近
遁
」
の
な
か
に
は
少
な
く
と
も
忠
清
遁
と
江
原
道
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
江
原
道
に
つ
い
て
は
道
内
の
す
べ
て
の
邑
が
漕
運
に
よ
っ
て
国
税
穀
を
輪
迭
・
上
納
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
貼
に
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
経
園
大
典
」

の
規
定
で
は
准
陽
・
金
城
・
金
化
・
平
康
・
伊
川
・
安
峡
・
銭
原
の
七
邑
の
田
税
穀
の
み
が
京

倉
直
納
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
諸
邑
の
国
税
穀
は
漕
運
に
よ
っ
て
輪
迭
・
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
建
国
首
初
か
ら

『
庚
辰
戸
典
」
成
立
以
前
ま
で
は
、
逆
に
漕
運
に
よ
っ
て
田
税
穀
を
輪
迭
・
上
納
す
る
巴
は
ご
く
わ
ず
か
に
す
ぎ
ず
、
遁
内
の
大
半
の
口
巴
が
京

(
日
)

倉
直
納
と
さ
れ
て
い
た
。
史
料
D
に
記
さ
れ
て
い
る
太
宗
十
三
年
昔
時
で
い
え
ば
、
漕
運
に
よ
っ
て
国
税
穀
を
輪
迭
・
上
納
し
て
い
た
の
は
横

(

川

山

)

城
・
原
州
・
寧
越
・
平
昌
・
娃
善
の
五
邑
に
す
ぎ
な
い
。

さ
て
、
次
の
記
録
を
み
る
と
、
「
近
道
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
は
忠
清
・
江
原
の
二
道
の
み
で
は
な
く
、
黄
海
道
も
ま
た
そ
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

E 

判
黄
州
牧
事
鄭
孝
文
上
疏
し
て
日
く
、
「
(
中
略
)

一
、
歳
に
幽
宣
教
有
れ
ば
損
賓
の
数
は
固
よ
り
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
貢
税
の
漕

293 

韓
は
必
ず
氷
凍
前
に
及
ぶ
。
故
に
守
令
は
期
に
及
ば
ざ
る
を
恐
れ
、
其
の
前
年
の
賓
数
を
以
て
民
に
分
徴
す
。
損
(
署
員
或
い
は
加
減
有
り
、

起
陳
或
い
は
同
じ
か
ら
ざ
る
有
れ
ば
、
今
乃
ち
一
切
前
教
を
以
て
し
て
分
徴
す
る
に
山
豆
誤
ら
ざ
ら
ん
や
。
且
つ
禾
の
未
だ
登
場
せ
ざ
る
も

十
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督
輪
騒
擾
す
る
は
、
弊
言
う
に
勝
、
つ
べ
か
ら
ず
。
然
し
て
禾
穀
の
踏
験
、
毎
に
九
月
の
初
に
始
ま
り
、
愉
回
数
磨
勘
、
或
は
十
月
の
望
に
終

わ
る
。
是
に
於
い
て
泣
寒
堅
氷
至
れ
り
。
漕
轄
無
し
と
難
も
何
ぞ
及
ば
ん
や
。
臣
請
う
ら
く
は
、
踏
験
肢
に
畢
わ
れ
ば
其
の
賓
数
を
以
て

歳
前
に
牧
奔
し
、
開
春
に
漕
轄
せ
ん
こ
と
を
。
正
月
の
頒
椋
は
代
、
つ
る
に
軍
資
を
以
て
し
、
以
て
其
の
弊
を
革
め
よ
。
(
中
略
)
」
と
。
政

府
・
諸
曹
に
命
じ
て
之
を
議
せ
し
む
る
も
克
に
行
わ
れ
ず
。
(
『
世
宗
賓
録
」
巻
二
二
、
三
年
八
月
庚
申
〔
一
二
十
日
〕
候
)

史
料
E
に
お
い
て
、
判
黄
州
牧
事
鄭
孝
丈
の
上
疏
中
に
「
貢
税
の
漕
轄
は
必
ず
氷
凍
前
に
及
ぶ
」
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
歳
末
」
「
氷

前
」
の
漕
運
賓
施
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
判
黄
州
牧
事
の
職
に
あ
る
人
物
の
謹
言
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
こ
で
い
う
「
貢
税
の

漕
韓
」
と
は
嘗
然
に
黄
海
道
の
回
税
穀
の
漕
運
の
こ
と
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
黄
海
這
の
田
税
穀
も
そ
の
牧
穫
年
内
に
輸
送
・
上
納

(
口
)

す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
「
然
し
て
禾
穀
の
踏
験
、
毎
に
九
月
の
初
に
始
ま
り
、
掠
数
磨
勘
し
て
或
は
十
月
の
望
に
終
わ
る
。
是
に
於
い
て
泣
寒
堅
氷
至

れ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
黄
海
道
の
場
合
、
十
月
半
ば
を
過
ぎ
る
と
す
で
に
水
路
が
氷
結
し
て
漕
運
不
能
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
氷

前
」
の
漕
運
は
十
月
半
ば
以
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
掲
の
史
料
ー
に
も
「
又
毎
年
十
月
に
漕
縛
す
れ
ば
、
或
い

志
の

は
鵬
風
に
値
い
て
覆
浸
し
、
或
は
氷
合
に
因
り
て
行
か
ず
」
と
あ
り
、
忠
清
遁
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ
た
。
史
料
C
に
は
「
歳
末
」

と
あ
る
が
、

一
般
に
「
氷
前
」
の
漕
運
が
十
月
中
十
ば
以
前
に
賓
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
「
近
遁
」
に
分
類
さ
れ
て
牧
穫
年
内
に
国
税
穀
を
輸
送
・
上
納
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
忠
清

遁
・
黄
海
道
の
諸
邑
と
江
原
遁
の
一
部
の
邑
で
あ
っ
た
。
王
都
漢
城
に
隣
接
す
る
京
畿
も
距
離
の
面
か
ら
い
え
ば
首
然
に
「
近
道
」
の
範
障
に

入
る
が
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
経
園
大
血
こ
で
は
、
京
畿
諸
邑
の
回
税
穀
は
漕
運
に
よ
ら
ず
京
倉
に
直
納
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
。

(
日
目
)

そ
し
て
、
京
畿
諸
邑
の
田
税
穀
が
京
倉
直
納
と
さ
れ
た
の
は
朝
鮮
建
国
首
初
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
京
畿
諸
邑
が
「
近
道
」
に
分

類
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
平
安
・
戚
鏡
の
二
這
を
除
く
六
道
中
で
残
る
の
は
全
羅
遁
と
慶
尚
道
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
二
遁
は
匝
離
的
に
み
て
「
近
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道
」
と
は
い
い
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
C
に
お
け
る
「
遠
山
迫
」
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
二
這
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
た
だ
し
慶
尚
道
に

つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
他
の
漕
運
諸
邑
と
は
や
や
異
な
っ
た
輪
迭
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
た
め
、
「
遠
道
」
国
税
穀
に
閲
す
る
一
般
的

な
輪
迭
・
上
納
期
限
が
必
ず
し
も
す
べ
て
適
用
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
史
料
C
で
は
、
「
近
遁
」
の
国
税
穀
は
「
歳
未
」
に
漕
運
を
お
こ
な
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
歳
末
」
の
漕

運
責
施
に
は
弊
害
が
多
く
、
そ
の
た
め
政
府
内
で
は
、
輸
送
・
上
納
期
限
の
見
直
し
を
め
ぐ
る
議
論
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
き
に
引

い
た
史
料
D
は
、
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
宗
十
三
年
(
一
四
一
一
二
)
十
月
、
河
嵩
等
は
啓
し
て
、
忠
清
・
江
原
二
道

の
穀
物
を
「
氷
前
」
に
上
納
す
る
た
め
に
は
穀
物
の
成
熟
を
待
た
ず
に
牧
穫
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
が
「
積
年
の
弊
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
春

初
」
つ
ま
り
冬
を
越
し
た
翌
年
春
の
輪
迭
・
上
納
を
請
う
た
。

河
南
等
に
よ
る
こ
の
提
案
は
太
宗
の
裁
可
を
得
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
賓
施
に
移
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
直
接
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
そ

こ
で
次
の
記
録
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
河
帯
等
の
提
案
か
ら
五
年
後
、
太
宗
十
八
年
(
一
四
一
八
)
八
月
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
が
ふ
た

た
び
朝
議
に
の
ぼ
っ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。

F 

み
な

戸
曹
、
漕
轄
の
事
宜
を
啓
す
。
戸
曹
、
忠
清
遁
都
観
察
使
の
報
に
撮
り
て
以
て
啓
し
て
日
く
、
「
漕
轄
の
弊
を
各
官
に
問
、
つ
に
、
成
日
く
、

『
歳
前
に
牧
納
し
、
歳
後
に
上
納
す
れ
ば
、
則
ち
浦
所
の
牧
納
は
冬
を
過
ぎ
弊
有
り
。
且
つ
盗
賊
畏
る
べ
し
。
歳
前
に
上
納
す
れ
ば
、
則

(
妨
)

ち
損
責
審
験
の
前
に
税
を
定
め
て
叔
目
納
し
、
秋
政
・
秋
耕
・
拾
栗
を
防
ぐ
る
有
り
て
、
特
に
生
理
を
失
わ
ん
と
す
。
若
し
歳
後
に
収
納
し
、

正
月
晦
時
に
始
め
て
出
浦
上
納
す
れ
ば
、
則
ち
秋
耕
・
秋
牧
・
救
荒
の
事
、
闘
の
一
つ
も
有
る
こ
と
無
く
し
て
、
飢
鐘
の
苦
を
克
る
る
を

あ
の
訟
の

得
』
」
と
。
朝
啓
の
諸
臣
、
各
所
見
を
執
れ
ば
議
論
紛
転
た
り
。
上
日
く
、
「
其
の
遁
の
監
司
の
報
ず
る
所
に
従
わ
ん
」
と
0

(

『
太
宗
賓

録
』
山
賛
二
六
、
十
八
年
八
月
庚
辰
〔
三
日
〕
候
)

史
料
F
に
み
え
る
戸
曹
上
啓
は
、
忠
清
逼
都
観
察
使
が
道
内
各
邑
に
針
し
て
賓
施
し
た
漕
運
の
弊
害
に
封
す
る
調
査
結
果
の
報
告
を
そ
の
ま

295 

ま
惇
達
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
上
納
期
限
だ
け
で
は
な
く
、
漕
倉
で
の
収
税
期
限
に
も
あ
わ
せ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
賄
が
注
目
さ
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、
収
税
期
限
と
上
納
期
限
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
①
「
歳
前
収
納
・
歳
後
上
納
」
(
牧
穫
年
内
に
牧
税
し
て
翌
年
に
上
納
)
、
②
「
歳
前

上
納
」
(
牧
穫
年
内
に
上
納
、
よ
っ
て
収
税
も
牧
穫
年
内
)
、
③
「
歳
後
牧
納
・
正
月
晦
時
出
浦
上
納
」
(
収
穫
年
の
翌
年
に
収
祝
し
て
正
月
晦
H
に
漕

運
・
上
納
)
の
一
一
一
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
②
の
場
合
、
田
税
穀
が
漕
倉
所
在
の
浦
所
で
冬
を
越
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
の
聞
に
は
盗
賊
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
①
の
場
合
で
も
、
「
踏
験
」
(
作
柄
の
賓
地
調
査
)
前
に
税
率
を
定
め
て
徴
税
す
る
た
め
に
「
秋
牧
・
秋
耕
・
拾
栗
」
(
秋
の
牧
穫
、
妻
の
播
種
、

食
糧
と
し
て
の
木
の
賓
拾
い
)
を
妨
げ
、
人
々
の
生
活
の
遁
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
忠
清
遁
都
観
察
使
は
そ
の
よ
う
に
報
告
し
、
こ
の
雨
者

は
い
ず
れ
も
便
計
で
は
な
く
、
建
る
③
の
方
式
、

つ
ま
り
田
税
穀
を
「
歳
後
」
に
漕
倉
へ
牧
納
し
、
正
月
晦
日
に
漕
運
船
圏
を
漕
倉
所
在
の
浦

所
よ
り
出
港
さ
せ
て
上
納
す
る
方
式
こ
そ
が
良
策
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
史
料
F
の
戸
曹
上
啓
で
は
、
忠
清
道
諸
邑
の
田
税
穀
上
納
に
際
し
て
③
の
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
が
請
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
そ
れ
が
昔
時
の
忠
清
道
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
①
と
②
の
い

さ
き
の
河
忠
同
等
の
提
案
は
賓
施
さ
れ
た
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
料
F
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
か
り
に
賓
施
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
③
で
は
な
く
①
で
な
け
れ
ば

ず
れ
が
昔
時
の
忠
清
道
に
お
け
る
田
税
穀
上
納
の
現
肢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
き
の
河
忠
同
等
の
提
案
で
は
、
そ
も
そ
も
漕
倉
で
の
牧
税
期
限
を
「
歳
前
」
「
歳
後
」
の
い
ず
れ
と
想
定
し
て
い
た
の
か
ま
っ
た
く
崩
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
河
肯
等
は
「
歳
末
」
上
納
が
も
た
ら
す
「
積
年
の
弊
」
と
し
て
、
成
熟
を
待
た
ず
に
穀
物
を
牧
穫
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
黙
を
勘
案
す
れ
ば
、
河
忠
同
等
の
い
う
「
春
初
」
上
納
へ
の
期
限
建
更
は
、
首
然
に
牧
税
期
限
の
壁
更
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
河
掃
等
の
提
案
も
ま
た
、
暗
に
史
料
F
に
お
け
る
③
の
方
式
の
賓
施

を
要
請
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
太
宗
十
八
年
に
な
っ
て
戸
曹
を
通
じ
て
忠
清
道
都
観
察
使
か
ら
同
様

の
提
案
が
再
度
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
太
宗
の
裁
可
を
得
た
と
は
い
え
、
河
墨
田
等
の
提
案
は
結
局
賓
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

十
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う
。
太
宗
十
八
年
昔
時
の
忠
清
道
に
お
け
る
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
の
現
状
は
、
依
然
と
し
て
②
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
史
料
F
に
よ
れ
ば
、
忠
清
道
都
観
察
使
の
報
告
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
戸
曹
の
上
啓
に
封
し
て
、
朝
臣
ら
の
聞
で
は
意
見
の
一
致
を

み
ず
、
最
終
的
に
は
、
太
宗
が
「
其
の
遁
の
監
司
の
報
ず
る
所
に
従
わ
ん
」
と
す
る
裁
定
を
下
し
、

つ
ま
り
③
の
方
式
に
よ
る
田
税
穀
の
上
納

を
責
施
す
る
と
い
う
こ
と
で
ひ
と
ま
ず
決
着
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
責
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

戸
曹
啓
す
、
「
前
に
『
忠
清
遁
の
年
軟
な
る
を
以
て
、
在
前
、
本
遁
に
て
は
歳
前
に
漕
運
せ
る
租
税
米
穀
を
、
明
年
解
氷
後
を
待
ち
て
上

G 

納
す
る
が
便
た
り
』
と
受
数
行
移
す
る
も
、
本
道
を
し
て
慶
源
・
徳
恩
倉
の
米
朽
を
将
て
在
前
上
納
の
敷
に
擦
り
て
歳
前
に
漕
運
せ
し
め

ん
こ
と
を
乞
う
。
但
だ
本
道
の
人
民
、
既
に
農
務
を
失
う
を
慮
る
の
み
。
若
し
歳
後
を
待
ち
て
牧
祝
す
れ
ば
、
則
ち
将
に
康
費
し
て
殆
ん

ど
霊
き
、
数
に
依
り
て
輪
納
す
る
を
得
、
ざ
ら
ん
と
す
る
を
恐
る
。
其
れ
本
道
各
官
の
今
年
の
田
税
の
内
、
供
正
庫
上
納
の
供
上
米
朽
を
除

お
の
お
の

く
の
外
、
其
の
徐
の
米
朽
は
、
各
附
近
を
以
て
慶
源
・
徳
恩
倉
及
び
沿
海
の
倉
庫
に
須
ら
く
歳
前
に
及
び
教
に
依
り
て
徴
納
す
べ
し
。

以
て
本
曹
の
移
文
を
待
ち
、
漕
運
上
納
す
る
は
何
如
」
と
。
上
は
之
に
従
う
o

(
『
位
宗
賓
録
』
巻
一
、
即
位
年
九
月
戊
午
〔
十
一
日
〕
候
)

史
料
F
の
朝
議
か
ら
約
一
か
月
後
の
同
年
九
月
、
世
宗
は
戸
曹
の
要
求
を
容
れ
、
そ
れ
以
前
に
戸
曹
宛
て
に
費
し
て
い
た
「
忠
清
遁
の
年
数

な
る
を
以
て
、
在
前
、
本
道
に
て
は
歳
前
に
漕
運
せ
る
租
税
米
穀
を
、
明
年
解
氷
後
を
待
ち
て
上
納
す
る
が
便
た
り
」
と
の
王
命
(
史
料
F
と

関
連
す
る
か
)
を
撤
回
し
、
供
正
庫
所
納
以
外
の
忠
清
遁
か
ら
の
上
納
国
税
穀
は
す
べ
て
従
来
ど
お
り
「
歳
前
」
に
漕
運
を
お
こ
な
う
措
置
を

と
っ
た
。
忠
清
遁
に
お
い
て
は
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
従
来
ど
お
り
収
穫
年
内
の
牧
税
と
漕
運
が
賓
施
さ
れ
績
け
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
肱
況
は
、
史
料
C
に
い
う
「
近
道
」
の
う
ち
で
忠
清
道
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
黄
海
道
に
お
い

て
も
、
前
掲
史
料
E
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
世
宗
三
年
ご
四
二
一
)
首
時
、
依
然
と
し
て
「
歳
前
」
漕
運
が
賓
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
改

草
を
求
め
た
鄭
文
孝
の
上
疏
も
採
揮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
後
も
従
来
の
瞳
制
が
引
き
績
き
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
江
原
道
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
史
料
D
以
降
、
江
原
遁
の
田
税
穀
輪
迭
・
上
納
期
限
に
つ
い
て
の
議
論
は
賓
録
中
に
ま
っ
た
く

297 

確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
江
原
遁
田
税
穀
の
漕
運
期
限
に
限
つ
て
は
河
嵩
等
の
提
案
が
賓
施
さ
れ
た
た
め
と
み
る
よ
り
、
忠
清
・
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黄
海
道
と
同
様
、
江
原
遁
で
も
従
来
の
睦
制
が
踏
襲
さ
れ
な
が
ら
も
、
首
時
、
江
原
遁
内
の
諸
邑
の
う
ち
漕
運
に
よ
る
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納

を
お
こ
な
っ
て
い
た
邑
が
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
た
め
に
、
朝
議
に
お
い
て
と
く
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
遅
く
と
も
世
宗
三
年
八
月
の
時
貼
ま
で
は
、
忠
清
道
・
黄
海
道
・
江
原
道
の
田
税
穀
は
い
ず
れ
も
牧
穫
年
内
に
漕
運
を
賓
施
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
踏
験
損
賓
法
に
よ
る
徴
税
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
の
首
時
、
前
掲
の
史
料
D
E
F
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
し
ば
し
ば
そ
の

弊
害
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
「
近
遁
」
田
税
穀
の
「
歳
前
」
漕
運
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
固
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
、
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
考
え
る
う
え
で
注
目
し
た
い
の
が
、
前
掲
史
料
E
に
お
い
て
鄭
孝
丈
が
「
正
月
頒
蔽
は
代
う
る

に
軍
資
を
以
て
し
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
首
時
の
頒
融
制
度
で
は
、
官
僚
へ
の
職
俸
頒
給
は
正
月
と
七
月
の
年
二
固
と
規
定
さ
れ
て

(
円
)

い
た
が
、
田
税
穀
を
「
歳
前
」
に
輸
送
・
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
正
月
頒
給
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
田
税
穀

は
、
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
上
納
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(ω) 

時
俸
を
年
二
回
、
正
月
と
七
月
に
頒
給
す
る
方
式
は
、
高
麗
時
代
の
そ
れ
を
朝
鮮
建
国
後
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
近
這
」
の
国
税
穀
を
「
歳
前
」
に
上
納
す
る
と
い
う
規
定
も
、
そ
れ
が
正
月
に
頒
給
さ
れ
る
椋
俸
財
源
の
確
保
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
以

上
、
や
は
り
朝
鮮
建
園
首
初
か
ら
の
も
の
と
考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
頒
時
制
度
が
改
善
さ
れ
な
い
限
り
、
「
近
遁
」

の
「
歳
前
」
漕
運
も
麿
止
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

H 

都
承
旨
辛
引
孫
に
命
じ
て
議
政
府
に
往
き
て
事
を
議
せ
し
む
。
(
中
略
)
其
の
一
に
日
く
、
「
忠
清
遁
の
漕
轄
は
毎
に
歳
前
に
及
ぶ
。
故
に

収
領
の
時
、
民
甚
だ
需
を
病
む
。
歳
前
に
納
め
ず
と
難
も
、
以
て
頒
称
す
べ
け
ん
や
。
何
を
以
て
忠
清
の
民
の
休
息
す
る
に
便
な
ら
ん

や
」
と
。
喜
等
議
し
て
云
う
、
「
忠
清
の
椋
轄
上
納
、
古
よ
り
難
き
を
局
す
。
奉
使
の
人
、
此
に
因
り
て
罷
せ
ら
る
る
者
頗
る
多
し
。
今

亦
未
だ
其
の
可
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
姑
く
歳
前
上
納
を
停
め
、
其
の
便
否
を
試
す
は
何
如
」
と
。
(
後
略
)
(
『
世
宗
賓
録
』
虫
色

七
九
、
十
九
年
十
二
月
丙
寅
〔
九
日
〕
僚
)

十
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こ
の
記
録
を
み
る
と
、
世
宗
十
九
年
三
四
二
七
)
十
二
月
の
段
階
で
は
頒
職
制
度
そ
れ
白
瞳
を
改
め
る
こ
と
は
せ
ず
、

た
だ
「
歳
前
」
漕

運
の
み
を
底
止
(
よ
っ
て
翌
年
に
漕
運
を
賓
施
)
す
る
こ
と
を
試
み
る
措
置
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
貰
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
は

不
明
だ
が
、
如
上
の
拭
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
試
み
ら
れ
た
と
し
て
も
う
ま
く
は
い
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
て
、

一
方
で
「
歳
前
」
漕
運
の
弊
害
が
問
題
と
さ
れ
る
な
か
、
議
政
府
は
翌
世
宗
二
十
年
(
一
四
三
八
)
二
月
に
な
っ
て
、

つ
い
に
忠
清

遁
田
税
穀
の
「
歳
前
」
漕
運
の
弊
害
解
消
を
も
一
つ
の
目
的
と
し
て
頒
帳
制
度
の
改
正
を
請
う
た
。

I 

議
政
府
啓
す
、
「
謹
ん
で
歴
代
班
椋
の
制
を
按
ず
る
に
、
(
中
略
)
随
時
損
益
し
、
相
沿
襲
せ
ず
。
我
が
園
は
高
麗
の
奮
制
に
因
り
、
初
番

は
正
月
、
二
番
は
七
月
、
都
目
の
除
職
者
を
し
て
並
び
に
皆
械
を
受
け
し
め
ん
と
欲
す
。
其
れ
勘
士
養
廉
の
意
至
れ
り
。
然
る
に
初
番
の

ち
か

椋
は
、
虞
興
倉
常
に
儲
く
る
所
無
く
、
必
ら
ず
須
ら
く
忠
清
這
は
歳
前
に
牧
税
漕
縛
し
て
、
頒
旅
の
数
に
足
る
に
庶
し
。
故
に
忠
清
の
民
、

毎
年
禾
穀
未
だ
熟
さ
ず
、
損
賓
未
だ
験
さ
さ
る
の
前
に
、
其
の
税
を
備
納
す
。
日
疋
に
由
り
て
秋
牧
・
秋
耕
、
以
て
拾
栗
に
至
る
も
皆
達
暇あ

無
し
。
且
つ
損
す
と
雌
も
賓
に
従
い
て
収
税
す
る
者
頗
る
多
け
れ
ば
、
一
免
抑
無
か
ら
ず
。
又
毎
年
十
月
に
漕
縛
す
れ
ば
、
或
は
鵬
風
に
値

一
道
の
民
、
昔
年
弊
を
受
く
る
こ
と
一
言
、
つ
に
勝
、
つ
べ
か
ら
ず
。
、
氷
山
栄
七
年
、
献
議
す
る
者

い
て
覆
浸
し
、
或
は
氷
合
に
因
り
て
行
か
ず
、

上
言
す
る
に
、
『
頒
誌
の
法
は
前
朝
に
因
循
し
て
分
ち
て
二
番
と
矯
す
も
、
誌
を
受
く
る
者
、
正
・
七
月
に
及
ば
ざ
れ
ば
則
ち
累
朔
従
仕

す
と
難
も
未
だ
称
を
受
く
る
を
得
、
ず
、
不
均
を
矯
す
に
似
た
り
。
願
わ
く
ば
、
今
年
よ
り
頒
椋
の
敷
、
分
ち
て
四
番
と
矯
し
、
毎
に
四
孟

朔
に
於
い
て
頒
賜
せ
ん
こ
と
を
』
と
。
太
宗
、
依
り
て
允
す
も
未
だ
施
行
す
る
に
及
ば
ず
。
今
、
太
宗
の
遣
意
に
謹
い
、
来
る
己
未
年
よ

り
始
め
と
矯
し
、

一
年
頒
賜
の
数
を
計
り
、
分
ち
て
四
次
と
矯
し
、
毎
に
四
孟
朔
に
於
い
て
頒
賜
し
、
以
て
仕
者
の
称
を
均
し
く
し
、
又

忠
清
道
を
し
て
他
道
の
例
に
依
り
て
損
賓
の
後
、
始
め
て
正
月
よ
り
牧
税
・
漕
轄
せ
し
め
よ
」
と
。
之
に
従
う
。
(
『
世
示
賓
録
」
巻
八
O
、

二
十
年
二
月
甲
戊
〔
二
十
日
〕
篠
)

史
料
ー
に
よ
る
と
、
正
月
・
七
月
の
年
二
回
の
頒
椋
で
は
そ
れ
に
充
首
す
る
国
税
穀
の
輪
迭
・
調
達
に
困
難
を
生
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
何
か

299 

月
も
従
仕
し
な
が
ら
頒
椋
期
に
在
任
し
な
か
っ
た
た
め
に
鵡
俸
を
頒
給
さ
れ
な
い
官
僚
も
お
り
、
必
ず
し
も
平
等
公
平
な
制
度
と
は
い
え
な
い

十
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300 

と
し
て
、
す
で
に
永
梁
七
年
(
太
宗
九
年
、

一
四
O
九
)
に
、
時
俸
は
年
四
回
、
四
孟
朔
(
正
月
・
四
月
・
七
月
・
十
月
)
に
頒
給
せ
ん
こ
と
が
建

議
さ
れ
て
太
宗
の
裁
可
を
得
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
施
行
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
議
政
府
は
、
「
来
る
己
未
年
」

世
刀，

年

一
四
三
九
)
よ
り
、
そ
の
建
議
に
あ
っ
た
鵡
俸
の
四
孟
朔
頒
給
を
行
わ
ん
こ
と
を
要
請
し
、
世
宗
も
こ
れ
を
認
め
た
。

さ
て
、
こ
の
新
し
い
頒
旅
制
度
の
施
行
に
よ
り
、
忠
清
道
の
回
税
穀
は
「
歳
前
」
に
漕
運
を
賓
施
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
頒
椋
回
数
が

増
え
た
こ
と
で
一
回
の
頒
帳
額
は
減
少
し
、
遭
難
と
水
路
氷
結
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
十
月
漕
運
を
賓
施
し
な
く
と
も
正
月
頒
椋
の
財
源
を
確

保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
史
料
I
の
議
政
府
上
啓
に
「
又
忠
清
道
を
し
て
他
遁
の
例
に
依
り
て
損
賓
の
後
、
始
め
て
正
月
よ
り
牧
税
漕

轄
せ
し
め
よ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
世
宗
一
一
十
年
二
月
の
段
階
で
「
歳
前
」
漕
運
を
賓
施
し
て
い
た
の
は
も
は
や
忠
清
道
だ

け
で
あ
っ
た
貼
で
あ
る
。
他
の
各
遁
は
、
忠
清
遁
以
外
の
「
近
道
」
も
含
め
て
み
な
す
で
に
「
歳
後
」
す
な
わ
ち
牧
穫
年
の
翌
年
正
月
よ
り
漕

倉
へ
国
税
穀
を
輸
納
し
て
輪
、
会
・
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
「
近
道
」
の
場
合
、
前
掲
史
料
E
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
れ
は
早
く

と
も
世
宗
三
年
(
一
回
二
一
)
八
月
以
後
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
「
遠
道
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
史
料
C
か
ら
、
太
宗
二
年
(
一
四
O
二
)
に
お
い
て
す
で
に
「
明
年
に
漕
轄
す
る
を
限
り
と
矯
す
」
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
た
ん
に
大
枠
と
し
て
の
田
税
穀
の
漕
運
(
漕
運
船
へ
の
田
税
積
み
込
み
と
漕
運
船
圏
の
運
航
)
と
上
納
の
期
限
を
述

べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
漕
倉
へ
の
牧
税
期
間
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
首
初
か
ら
史
料
I
に
あ
る
よ
う
に
「
正
月
よ
り
牧

税
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
前
掲
史
料
F
に
お
い
て
戸
曹
が
「
歳
前
上
納
」
と
と
も
に
「
歳

前
に
牧
納
し
、
歳
後
に
上
納
す
る
」
弊
害
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
遠
遁
」
で
は
、
嘗
初
は
漕
運
こ
そ
「
歳
後
」
に
お

こ
な
わ
れ
た
も
の
の
、
漕
倉
で
の
牧
税
は
「
歳
前
」
の
作
業
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
み
る
ほ
う
が
安
吉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
遠
道
」
回
税
穀
の
漕
倉
で
の
牧
税
が
牧
穫
年
の
翌
年
正
月
か
ら
と
な
る
の
は
、
前
掲
史
料
F
に
み
え
る
戸
曹
上
啓
の
の
ち
、
す
な
わ
ち
太

宗
十
八
年
(
一
四
一
八
)
八
月
以
降
の
あ
る
時
期
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
後
、
「
比
速
道
」
の
国
税
も
確
賓
に
牧
穫
年
の
翌
年
正
月
に
漕
倉
で
の

十
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牧
税
を
開
始
し
、
首
月
晦
日
よ
り
漕
運
船
に
積
み
込
ん
で
輪
迭
・
上
納
す
る
と
い
う
規
定
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
史
料
I
は、

そ
の
よ
う
な
「
遠
道
」
田
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
が
世
宗
三
年
三
四
二
一
)
八
月
以
降
の
あ
る
時
期
に
「
近
道
」
で
あ
る
黄
海
道
な
ど
の

田
税
穀
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
同
一
一
十
一
年
か
ら
は
忠
清
遁
の
田
税
穀
に
も
掻
大
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(
2
)
 
『
経
園
大
典
』
規
定
の
成
立

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
漕
運
に
よ
る
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
は
、
そ
の
首
初
、
王
都
漢
城
に
近
い
「
近
遁
」
(
忠
清
這
・
黄
海
這

の
諸
口
巴
と
江
原
遁
の
一
部
の
口
巳
)
で
は
牧
穫
年
内
に
漕
倉
で
牧
税
を
責
施
し
て
十
月
竿
ば
の
水
路
氷
結
以
前
に
漕
運
を
終
え
る
の
に
封
し
、
漢
城

か
ら
遠
い
「
遠
道
」
(
全
羅
道
と
慶
尚
這
の
諸
邑
)
で
は
や
は
り
牧
穫
年
内
に
漕
倉
で
の
牧
税
を
開
始
す
る
が
、
漕
運
は
翌
年
に
賓
施
す
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
忠
清
遁
を
除
く
す
べ
て
の
「
近
道
」
「
遠
遁
」
の
国
税
穀
に
つ
い
て
は
、
世
宗
三
年
(
一
四
二
一
)
八
月
か
ら
同
二
十
年
(
一
四

三
八
)
二
月
ま
で
の
聞
に
従
来
の
規
定
が
廃
さ
れ
、
牧
穫
年
の
翌
年
に
な
っ
て
漕
倉
で
の
牧
税
を
開
始
し
、
正
月
晦
日
か
ら
漕
運
を
お
こ
な
う

よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
忠
清
道
の
国
税
穀
に
つ
い
て
は
、
頒
椋
制
度
が
改
正
さ
れ
る
世
宗
二
十
年
ま
で
従
来
ど
お
り
の
規
定
に
よ
っ
て
輪
迭
・

上
納
さ
れ
て
い
た
が
、
翌
二
十
一
年
ご
四
三
九
)
以
降
、
他
這
と
同
じ
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
一
経
国
大
典
」
に
み
え
る
田
税
穀
輪
迭
・
上
納
期
限
の
規
定
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
首
時
は
ど
う
も
漕
連
作
業
の
完
了
期
限
に
つ
い
て
は
明
確
な
規
定
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
規
定
は
必
ず
し
も
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
諸
記
録
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

J 

全
羅
道
漕
船
二
十
一
般
・
忠
清
道
二
般
、
艇
に
て
浸
す
。
人
の
死
せ
る
者
百
四
な
り
。
上
、
甚
だ
之
を
憐
み
、
政
府
に
命
じ
て
米
豆
を
賜

301 

う
こ
と
人
に
四
石
、
復
戸
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
、
今
後
此
く
の
如
き
者
有
ら
ば
、
此
を
以
て
例
と
矯
さ
し
む
。
(
『
太
宗
賓
録
」
巻
二
四
、

十
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302 

十
二
年
七
月
庚
子
〔
十
七
円
〕
保
)

K 

夜
、
大
風
し
、
全
羅
漕
船
六
十
六
般
敗
浸
す
。
溺
死
す
る
者
二
百
徐
人
、
沈
水
せ
る
米
豆
は
井
び
に
五
千
八
百
徐
石
な
り
。
七
月
行
船
は

古
人
の
忌
む
所
な
り
。
是
よ
り
先
、
戸
曹
は
移
丈
し
て
云
う
に
、
「
七
月
晦
時
に
載
船
し
、
八
月
初
め
に
護
迭
せ
よ
」
と
。
水
軍
都
節
制

使
鄭
幹
、
移
丈
に
従
い
て
以
て
此
の
災
い
を
致
す
。
(
後
略
)
(
『
太
宗
賓
録
』
巻
二
八
、
十
四
年
八
月
甲
辰
〔
四
日
〕
候
)

L 

忠
清
道
監
司
、
道
内
各
官
職
轄
及
び
先
納
上
納
の
法
を
啓
す
。
「
在
前
、
程
遠
の
遠
近
を
分
か
ち
、
道
内
河
川
の
犯
斤
川
、
牙
山
の
貢
税

お
の
お
の

串
、
稜
山
の
慶
陽
浦
、
忠
州
の
金
遷
・
仰
巌
、
京
畿
腫
興
の
子
音
安
、
川
寧
の
梨
浦
等
の
慮
、
各
来
往
附
近
を
以
て
分
定
出
浦
し
、
時

特
は
則
ち
二
月
に
始
納
し
て
解
氷
後
の
一
一
一
月
に
載
船
し
、
先
納
は
則
ち
七
月
に
始
納
し
て
八
月
入
節
後
に
載
船
す
(
後
略
)
」
と
。
(
『
腔
宗

賓
録
』
巻
二
八
、
七
年
六
月
乙
丑
〔
二
十
七
日
〕
僚
)

ま
ず
史
料
J
に
お
い
て
、
全
羅
道
の
漕
運
船
二
十
一
日
隻
と
忠
清
這
の
漕
運
船
二
隻
が
暴
風
に
よ
り
沈
浸
し
た
の
は
八
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
件

に
つ
い
て
は
、
全
羅
道
都
観
察
使
李
貴
山
が
漕
運
船
沈
浸
の
責
任
者
と
し
て
議
政
府
よ
り
請
罪
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
太
宗
が
「
載
船
に
遅

(
泣
)

緩
し
、
七
月
に
至
り
て
漕
運
す
る
は
、
責
め
る
無
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
に
規
定
を
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

次
の
史
料
K
は
、
太
宗
十
四
年
(
一
四
一
四
)
八
月
に
全
羅
道
漕
運
船
六
十
六
隻
が
や
は
り
大
風
に
遭
っ
て
沈
浸
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
は
、
戸
曹
が
全
羅
道
水
軍
都
節
制
使
鄭
幹
へ
迭
っ
た
移
丈
の
な
か
に
「
七
月
晦
時
に
載
船
し
、
八
月
初
め
に
護
送
せ
よ
」
と
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

さ
き
に
み
た
規
定
な
ど
現
賓
に
は
ほ
と
ん
ど
空
丈
に
等
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
さ
え
受
け
る
。

同
様
の
こ
と
は
史
料
L
で
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
正
月
頒
給
に
間
に
合
う
よ
う
に
上
納
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
椋
韓
穀
の
輸
送

が
、
従
来
は
牧
穫
の
翌
年
二
月
に
漕
倉
へ
の
牧
納
を
開
始
し
、
解
氷
後
の
一
一
一
月
に
漕
運
船
に
積
み
込
ん
で
い
た
と
忠
清
道
監
司
(
観
察
使
)
は

(
幻
)

述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
賓
際
の
漕
運
に
お
い
て
は
規
定
よ
り
も
遅
れ
る
場
合
が
常
態
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
世
宗
代
(
一
四
一
八
l

十
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)

五
O
)
か
ら
端
宗
代
(
一
四
五
一
了
五
五
)
に
至
る
ま
で
の
聞
は
、
私
船
を
大
量
に
借
り
上
げ
て
漕
運
に
動
員
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
お
り
、

そ
れ
は
必
然
的
に
漕
運
作
業
の
遅
滞
を
絵
儀
な
く
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
端
宗
即
位
年
(
一
四
五
二
)
八
月
二
十
五
日
、
首
時
朝

鮮
に
滞
在
し
て
い
た
明
の
救
使
の
陳
鈍
・
李
寛
は
漢
江
下
流
に
位
置
す
る
楊
花
渡
に
出
遊
し
、
端
宗
が
同
地
へ
差
し
向
け
た
鄭
麟
祉
・
金
何
・

権
陣
ら
に
封
し
て
、
江
上
に
み
え
る
船
の
私
船
・
公
船
の
別
を
問
う
た
が
、
そ
の
と
き
金
何
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

M 

(
前
略
)
忠
清
・
全
羅
・
慶
尚
三
道
の
漕
轄
は
皆
、
此
に
達
す
。
然
る
に
我
が
園
は
五
月
に
倉
を
聞
き
、
六
月
に
漕
轄
す
。
七
月
に
至
る

に
及
べ
ば
則
ち
風
高
く
、
漕
運
す
る
能
わ
ず
。
故
に
公
船
無
し
。
(
後
略
)
(
『
端
示
賓
録
」
を
二
、
即
位
年
八
月
乙
西
〔
二
十
五
日
〕
候
)

こ
の
よ
う
な
朕
態
は
、
結
局
『
経
園
大
典
』
が
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
世
祖
代
か
ら
次
の
容
宗
代
(
一
四
六
八
1

七
O
)
に
か
け
て
ま
で
績
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
容
宗
元
年
(
一
四
六
八
)
に
編
纂
を
終
え
た
段
階
で
の

『
経
園
大
典
」
(
戸
典
は
『
反
辰
戸
典
』
)
に
は
、
漕
倉

で
の
牧
税
期
限
に
閲
す
る
規
定
す
ら
牧
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
「
経
園
大
典
』
に
そ
れ
が
牧
録
さ
れ
た
の
は
成
宗
元
年
(
一
四
七
O
)

(
江
)

の
校
勘
以
降
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

N 

(
翌
)

戸
曹
啓
す
、
「
大
典
は
諸
道
浦
所
牧
税
の
定
限
を
載
せ
ず
。
故
に
守
令
は
催
督
に
緩
く
、
出
浦
は
遅
滞
し
、
乃
ち
翼
年
四
五
月
に
至
り
牧

は
か

む
る
を
畢
わ
る
。
是
に
由
り
、
百
姓
は
農
月
に
首
た
り
て
往
来
輪
納
す
れ
ば
、
其
の
弊
は
賀
ら
れ
ず
。
且
つ
此
に
因
り
て
時
を
超
い
て
漕

轄
す
る
能
わ
ず
、
以
て
用
度
の
害
乏
を
致
す
。
請
う
ら
く
は
、
倉
を
聞
く
の
後
、
翌
年
正
月
を
以
て
限
り
と
属
し
て
牧
む
る
を
畢
わ
り
、

一
一
月
望
後
に
始
め
て
船
に
載
せ
、
害
雨
前
に
漕
轄
を
畢
わ
ら
ん
こ
と
を
。
若
し
前
の
如
く
遅
滞
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
守
令
は
罷
期
せ
よ
」

と
。
之
に
従
う
。
(
『
成
宗
寅
録
』
巻
七
、
元
年
九
月
丙
子
朔
候
)

史
料
N
に
お
い
て
戸
曹
の
い
う
「
大
典
」
と
は
、
時
期
的
に
み
て
『
庚
辰
戸
典
』
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
戸
曹
上
啓
に
よ
れ

ば
、
『
庚
辰
戸
典
』
に
は
田
税
穀
の
漕
倉
納
期
に
つ
い
て
の
規
定
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
昔
時
は
守
令
も
牧
税
を
急
が
ず
、

昔
年
度
の
翌
年
四
月
な
い
し
五
月
に
至
り
よ
う
や
く
収
納
を
完
了
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
農
民
が
漕
倉

303 

へ
田
税
穀
を
輪
納
す
る
の
が
農
繁
期
に
あ
た
っ
て
し
ま
う
た
め
に
弊
害
が
少
な
く
な
い
の
で
、
漕
倉
で
の
田
税
穀
収
税
は
首
年
度
の
翌
年
正
月

十
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ま
で
に
す
べ
て
を
終
え
、

一
一
月
十
五
日
以
降
に
そ
れ
を
漕
運
船
に
積
み
込
ん
で
、
漕
運
作
業
も
雨
期
に
入
る
前
に
は
完
了
す
る
よ
う
に
す
べ
き

こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
成
宗
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
『
経
園
大
典
』
に
記
載
さ

れ
た
の
は
漕
倉
で
の
牧
税
期
限
に
闘
す
る
部
分
だ
け
で
あ
り
(
前
掲
史
料
A
)
、
漕
運
期
間
に
閲
す
る
規
定
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
前
掲
史
料
A
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
経
園
大
典
』
に
は
漕
倉
へ
の
納
税
開
始
時
期
に
つ
い
て
の
規
定
も
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
次
の
史
料
O
に
み
え
る
成
宗
四
年
(
一
四
七
一
一
一
)
六
月
の
戸
曹
上
啓
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
時
貼
で
は
存
在
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

O 

戸
曹
啓
す
、
「
毎
年
田
税
は
十
一
月
初
一
日
に
倉
を
聞
く
。
(
中
略
)
」
と
。
之
に
従
う
。
(
「
成
宗
賓
録
」
者
三
、
四
年
六
月
壬
戊
〔
二
十
二

日
〕
係
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
経
国
大
典
』
が
最
終
的
に
定
着
す
る
成
宗
十
五
年
(
一
四
八
四
)
の
頃
ま
で
に
は
、

そ
れ
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
か
否
か

は
別
と
し
て
も
、
漕
運
に
よ
っ
て
田
税
穀
を
輪
迭
・
上
納
す
る
諸
道
諸
邑
の
場
合
、
漕
倉
で
の
牧
税
業
務
が
始
ま
る
牧
穫
年
の
十
一
月
一
日
よ

り
翌
年
正
月
ま
で
の
聞
に
漕
倉
へ
田
税
穀
を
輪
納
し
、

一
一
月
十
五
日
以
降
に
漕
運
船
へ
の
積
み
込
み
に
移
り
、
雨
期
に
入
る
前
ま
で
に
は
輪

迭
・
上
納
を
す
べ
て
完
了
す
る
と
い
う
規
定
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四

慶
原
倉
(
可
興
倉
)
所
納
慶
尚
道
日
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限

朝
鮮
建
圃
首
初
、
慶
尚
道
諸
邑
の
田
税
穀
は
大
き
く
二
つ
の
方
式
に
よ
っ
て
輸
迭
・
上
納
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
南
部
地
域
の
場
合
、
沿
海
部

に
設
け
ら
れ
た
悌
巌
倉
(
金
海
)
・
馬
山
倉
(
円
日
原
)
・
通
洋
倉
(
澗
川
)
の
三
か
所
の
漕
倉
を
擦
黙
と
す
る
海
上
で
の
漕
運
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

封
し
て
北
部
地
域
で
は
、
忠
清
道
忠
州
の
慶
原
倉
ま
で
陸
路
、
農
民
自
身
に
よ
っ
て
国
税
穀
を
輪
納
し
た
の
ち
、
漢
江
の
河
川
水
路
を
利
用
し

て
輸
送
・
上
納
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
南
部
地
域
の
漕
運
は
、
定
宗
元
年
(
一
三
九
九
)
秋
に
一
時
的
に
停
止
さ
れ
、
太

宗
元
年
(
一
四
O
一
)
に
再
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
、
従
来
の
三
漕
倉
は
利
用
さ
れ
ず
、
全
羅
道
南
端
の
海
龍
倉
(
順
天
)
が
牧
税
・
載
船
地

十
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と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
太
宗
三
年
(
一
四
O
三
)
五
月
に
護
生
し
た
漕
運
船
圏
の
沈
浸
事
故
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
南
部
地
域
の
漕
運

は
完
全
に
底
止
と
な
り
、
慶
尚
道
内
の
す
べ
て
の
邑
の
田
税
穀
が
陸
路
に
よ
っ
て
慶
原
倉
(
世
租
]
一
年
〔
一
四
六
五
〕
以
降
は
可
興
倉
)
に
納
め

(
お
)

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
太
宗
三
年
以
降
に
お
け
る
こ
う
し
た
慶
尚
道
諸
邑
国
税
穀
の
輸
迭
方
式
は
、
基
本
的
に
は
漕
運
に
依
撮
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
遁
内
各
邑
か
ら
慶
原
倉
(
可
興
倉
)
に
至
る
ま
で
の
聞
に
は
鳥
嶺
も
し
く
は
竹
嶺
と
い
っ
た
急
峻
な
峠
を
越
え
ね
ば
な
ら
ず
、

輪
迭
に
従
事
す
る
農
民
の
負
捨
は
、
道
内
に
複
数
の
漕
倉
が
設
け
ら
れ
て
い
た
他
這
に
比
し
て
相
官
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

わ
け
で
も
、
太
宗
三
年
以
降
、
新
た
に
慶
原
倉
(
可
興
倉
)

へ
田
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
南
部
地
域
の
農
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
額
著
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
近
く
に
設
け
ら
れ
た
漕
倉
ま
で
の
輸
送
に
従
事
す
れ
ば
よ
か
っ
た
(
太
宗
元
年
!

三
年
は
海
龍
倉
が
収
税
地
と
さ
れ
た
た
め
陸
輪
の
距
離
は
か
な
り
伸
び
た
が
)
田
税
穀
を
、
遠
く
道
界
を
越
え
て
忠
州
ま
で
運
、
は
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
農
民
の
径
役
負
捨
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
洛
束
江
下
流
沿
岸
に
位
置
す
る
諸
邑
で
は
、
邑
車
位
に
私
船
を
借
り
上
げ
て
白
州
ま
で

洛
東
江
を
遡
航
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
は
い
た
培
そ
れ
で
も
金
海
な
ど
南
東
端
の
巴
の
場
合
、
忠
州
ま
で
水
路
・
陸
路
合
わ
せ
て
十
八
日

(
幻
)

も
の
期
聞
を
要
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
漕
運
と
は
い
っ
て
も
、
太
宗
三
年
以
前
の
慶
尚
道
北
部
地
域
と
そ
れ
以
後
に
お
け
る
慶
尚
道
全
邑
の
田
税
穀
輪
迭
盟
制
は
、

他
に
例
を
み
な
い
一
種
濁
特
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
昔
然
に
、
輪
迭
・
上
納
の
期
限
に
つ
い
て
も
他
と
は
異
な
っ
た
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

太
宗
三
年
以
前
の
慶
尚
道
北
部
地
域
に
お
い
て
、
域
内
の
各
邑
が
田
税
穀
を
い
つ
ま
で
に
慶
原
倉
へ
輪
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

ま
た
慶
原
倉
で
は
そ
の
田
税
穀
の
漕
運
を
い
つ
か
ら
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
黙
に
閲
す
る
明
確
な
記
録
は
、
残
念
な

305 

が
ら
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
。

一
方
、
太
宗
三
年
以
降
、
慶
尚
道
内
の
す
べ
て
の
邑
の
田
税
が
慶
原
倉
(
可
興
倉
)
へ
輪

十
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納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
で
あ
れ
ば
、
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
に
つ
い
て
記
し
た
記
録
と
し
て
次
の
二
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

P 

検
討
官
李
命
崇
啓
し
て
日
く
、
「
臣
、
近
く
慶
尚
道
に
奉
使
し
て
民
聞
の
疾
苦
を
問
、
つ
に
、
田
税
の
輪
納
は
十
二
月
を
以
て
限
り
と
潟
す

き

か

ん

へ

い

ぼ

く

も
、
道
路
険
遠
に
し
て
風
雨
祁
寒
な
れ
ば
牛
馬
舞
踏
す
。
其
の
弊
は
細
な
ら
ず
。
若
し
期
を
一
一
一
二
月
の
聞
に
退
け
れ
ば
、
則
ち
此
の
弊
無

辛
勺
か

き
に
庶
か
ら
ん
。
(
後
略
)
」
と
。
上
、
同
副
承
旨
玄
碩
圭
に
問
う
て
日
く
、
「
田
税
の
輪
納
は
何
を
以
て
限
り
を
定
む
る
や
」
と
。
碩
圭

針
え
て
日
く
、
「
若
し
限
り
を
定
め
ざ
れ
ば
、
将
に
農
弊
に
至
ら
ん
と
す
。
誠
に
命
崇
の
啓
の
如
く
、
若
し
退
け
て
二
三
月
に
定
む
れ
ば
、

Q 

則
ち
弊
無
か
る
べ
き
な
り
」
と
。
(
後
略
)
(
『
成
宗
賓
録
』
巻
四
八
、
五
年
十
月
庚
寅
〔
八
日
〕
候
)

あ
ら

(
前
略
)
孫
舜
孝
議
す
、
「
全
羅
田
税
の
水
運
・
陸
輪
、
論
ず
る
者
紛
転
た
る
は
今
日
よ
り
に
匪
ず
。
其
の
雨
議
に
擦
り
て
之
を
思
え
ば
、

則
ち
本
道
は
慶
向
遁
の
比
に
如
く
に
非
ざ
る
な
り
。
漕
路
四
(
遇
す
れ
ば
、
終
に
麿
す
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
路
に
遠
近
有
り
、
遠
き
者
は
陸

お
も

輸
に
甚
だ
苦
し
み
、
己
む
を
獲
ず
船
運
し
、
近
き
者
は
以
て
陸
輸
す
る
も
終
に
害
無
か
る
べ
き
な
り
。
臣
意
う
に
、
妄
り
に
一
這
の
宇
を

分
か
つ
と
謂
う
も
、
牙
山
の
貢
税
串
を
距
つ
る
こ
と
五
六
日
程
に
過
ぎ
ざ
る
者
は
之
を
し
て
陸
輸
せ
し
め
、
其
の
絵
の
遠
邑
は
漕
運
す
る

お

が
便
た
り
。
若
し
牛
艶
れ
馬
死
す
る
を
苦
と
属
す
と
日
え
ば
、
則
ち
慶
尚
の
民
、
毎
に
二
月
以
前
に
税
を
納
む
る
を
畢
わ
る
。
廃
農
を
以

し

ば

ら

ま

き

た

め

て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
姑
く
且
に
之
を
行
い
、
以
て
其
の
便
否
を
験
す
べ
し
」
と
。
(
後
略
)
(
『
成
宗
賓
録
」
虫
色
二
一
六
、
十
九
年
五
月

壬
反
〔
二
十
九
日
〕
篠
)

ま
ず
史
料
P
の
検
討
官
李
命
崇
の
上
啓
に
よ
れ
ば
、
成
宗
五
年
(
一
四
七
四
)
首
時
、
慶
尚
道
の
国
税
穀
は
牧
穫
年
の
十
二
月
ま
で
に
忠
州

の
可
興
倉
へ
輸
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
命
崇
は
、
可
興
倉
に
至
る
行
程
が
険
遠
で
あ
る
こ
と
と
、
気
候
の
寒
冷
で
あ
る
こ
と

の
二
黙
を
あ
げ
て
そ
の
弊
害
を
説
き
、
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
を
牧
穫
年
の
翌
年
の
二
月
・
三
月
の
聞
に
延
長
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。
だ
が

こ
の
と
き
、
こ
う
し
た
建
言
が
採
撰
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
こ
の
記
録
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
。

次
に
史
料
Q
は
、
成
宗
十
九
年
(
一
四
八
八
)
五
月
二
十
五
日
に
李
克
均
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
全
羅
道
田
税
穀
の
忠
清
道
内
浦
(
牙
山
腎
周

漫
地
域
)

へ
の
移
納
案
に
封
し
て
、
そ
の
四
日
後
の
二
十
九
日
に
な
さ
れ
た
孫
舜
孝
の
建
議
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
孫
舜
孝

十
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が
、
「
若
し
牛
艶
れ
馬
死
す
る
を
苦
と
属
す
と
日
え
ば
、
則
ち
慶
尚
の
民
、
毎
に
二
月
以
前
に
税
を
納
む
る
を
畢
わ
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
を

み
る
と
、
慶
尚
道
国
税
穀
の
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
首
該
年
度
の
翌
年
二
月
を
期
限
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
に
よ
り
、
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
は
、
成
宗
五
年
以
前
は
牧
穫
年
の
十
二
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
そ

の
後
、
十
九
年
ま
で
の
聞
に
翌
年
二
月
に
延
長
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
も
っ
て
太
宗
三
年
(
一
四
O
三
)

よ
り
成
宗
五
年
(
一
四
七
四
)
ま
で
一
貫
し
て
十
二
月
が
政
税
期
限
と
さ
れ
て
い
た
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た

だ
、
丈
献
上
に
確
認
で
き
る
範
園
で
推
測
す
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(
お
)

さ
て
、
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
が
い
ち
お
う
右
の
よ
う
に
押
さ
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
漢
江
を
下
る
左
遁
水
拍
船
へ
の
積
み
込
み
、
そ

し
て
出
港
の
期
限
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
史
料
的
制
約
の
た
め
に
そ
の
子
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

前
掲
史
料
C
で
は
慶
尚
道
は
「
遠
道
」
に
含
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
く
、
よ
っ
て
、
漕
運
作
業
に
は
さ
き
に
み
た
「
遠
道
」
の
規
定
が
適
用
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
成
宗
代
(
一
四
六
九
l
九
四
)
の
こ
ろ
ま
で
に
は
他
遁
と
同
じ
く
一
一
月
半
、
は
よ
り
船
積
み
し
て
雨
期
に
入
る
前

ま
で
に
漕
運
を
完
了
す
る
と
い
う
規
定
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
み
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

五

京
倉
直
納
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限

H
4干
Hυ
間
切

辻
ト
守
ん
旬
川
島
i
d
1持
且
ハ

田
税
穀
を
漕
運
に
よ
ら
ず
に
京
倉
に
直
接
納
入
し
て
い
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
京
畿
の
す
べ
て
の
邑
と
江
原
遁
の
一
部
の
邑

で
あ
っ
た
。
江
原
道
に
つ
い
て
は
、
『
経
国
大
典
」

の
規
定
で
は
京
倉
直
納
邑
は
七
邑
の
み
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
建
園
首
初
は
む
し
ろ
京
倉
直

納
が
一
般
的
で
あ
り
、
漕
運
に
よ
っ
て
国
税
を
輪
迭
・
上
納
す
る
邑
は
ご
く
少
数
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
京
倉
直
納
を
お
こ
な
う
諸

口
巴
の
場
合
、
田
税
穀
の
輪
迭
・
上
納
期
限
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
さ
し
あ
た
り
京
倉
へ
の
納
税
期
限
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
経
園

大
典
』
戸
典
税
貢
僚
の
規
定
(
前
掲
史
料
B
)
に
よ
っ
て
、
首
該
年
度
の
翌
年
六
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

307 

で
は
、
『
経
圃
大
典
」
に
み
え
る
そ
う
し
た
規
定
は
い
っ
た
い
い
つ
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
記
録
を
み
て
み
よ
う
。
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戸
曹
啓
す
、
「
(
中
略
)
謄
録
に
、

『
凡
そ
貢
物
は
並
び
に
翌
年
六
月
を
限
り
て
納
む
る
を
畢
わ
る
。
其
れ
代
納
す
る
者
は
須
く
諸
司
の
畢

R 

納
丈
牒
を
受
け
、
方
に
債
を
牧
む
る
を
許
す
べ
し
。
遣
う
者
は
其
の
債
を
官
に
浸
す
』
と
あ
り
。
立
法
は
詳
密
な
り
。
(
中
略
)
」
と
。
(
後

略
)
(
「
世
岨
(
貫
録
』
巻
二
三
、
七
年
正
月
甲
辰
〔
一
一
一
日
〕
傍
)

こ
の
史
料
R
は
、
世
租
七
年
(
一
四
六
一
)
正
月
に
な
さ
れ
た
戸
曹
上
啓
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
す
で
に
貢
物
の
納
期
は
雷

該
年
度
の
翌
年
六
月
と
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
安
易
な
推
測
は
慎
む
べ
き
だ
が
、
こ
の
と
き
貢
物
に
閲
し
て
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
田
税
穀
に
つ
い
て
も
同
様
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
よ
う
。

こ
の
戸
曹
上
啓
の
前
年
、
す
な
わ
ち
世
姐
六
年
(
一
四
六
O
)
七
月
に
は
、
す
で
に
『
庚
辰
戸
典
』
が
編
纂
を
終
え
て
頒
布
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
『
庚
辰
戸
典
』
は
、
そ
れ
以
前
に
編
纂
さ
れ
て
い
た

(

刊

日

)

か
ら
現
行
の
規
定
を
抹
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
史
料
R
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
貢
物
に
闘
し
て
そ
の

『
元
六
典
』
「
績
六
典
』
と
、
右
の
史
料
R
に
も
み
え
る

「
謄
録
」
(
『
戸
典
謄
録
』
)

『
謄
録
」
に
右
の
よ
う
な

規
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
存
す
る

『
経
園
大
典
』
(
『
乙
巳
大
典
』
)
戸
典
税
貢
僚
の
規
定
(
前
掲
史
料
B
)
は
、
貢
物
の
納
期
に

闘
し
て
は
こ
の

『
謄
録
」

の
規
定
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
首
然
『
謄
録
」
に
は
田
税
に
闘
し
で
も
同
様
の
規
定

が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
一
つ
の
僚
丈
と
し
、
「
庚
辰
戸
血
ハ
』
に
載
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
六
月
を
上
納
期
限
と
す
る
と
い
う
の
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
昔
時
の
税
物
一
般
に
封
す
る
き
わ
め
て
大
ま
か
な
規
定
に
す
ぎ
な
い
。

京
倉
直
納
穀
に
つ
い
て
、
そ
の
枠
の
な
か
で
も
っ
と
別
の
納
期
が
定
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
を
示
唆
す
る
も
の

と
し
て
次
の
記
録
は
興
味
深
い
。

S 

お
の
お
の

戸
曹
啓
す
、
「
京
畿
各
官
税
米
豆
収
納
の
時
、
監
考
・
色
吏
は
各
私
慮
に
寓
し
、
托
し
て
三
慣
と
稿
し
て
米
豆
を
濫
牧
す
れ
ば
、
罪
を

論
じ
て
還
徴
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
自
今
、
監
考
・
色
吏
を
除
き
、
差
使
員
を
し
て
所
納
各
司
の
近
庭
に
詣
り
て
親
監
せ
し
め
、
納
む
る
者

を
し
て
白
量
納
倉
せ
し
め
て
随
即
放
還
せ
よ
。
毎
年
、
十
月
初
十
日
よ
り
二
月
十
五
日
に
至
る
、
監
司
、
各
官
の
納
税
の
多
少
を
分
か
ち
、

日
限
を
量
定
し
て
預
め
各
官
に
暁
し
、
所
納
の
人
名
及
び
米
豆
の
教
を
具
銀
し
、
乃
ち
上
迭
を
限
り
、
以
て
恒
式
と
矯
せ
」
と
。
政
府
・
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諸
曹
に
下
し
て
同
議
せ
し
む
る
に
、
判
童
日
超
啓
生
以
矯
ら
く
、
「
田
税
米
豆
、
限
り
を
定
め
て
牧
納
す
と
難
も
、
若
し
限
日
に
至
り
て
納

倉
す
れ
ば
、
則
ち
先
に
至
る
者
、
留
遠
の
弊
有
り
」
と
。
賛
成
許
桐
以
矯
ら
く
、
「
京
畿
の
恒
産
無
き
の
民
、
若
し
事
故
に
因
り
て
或
は

ひ

と

い

た

ず

ら

先
ん
じ
或
は
後
れ
、
牧
納
斉
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
此
の
法
徒
に
立
つ
る
も
遵
守
す
る
能
わ
ず
、
必
ず
復
た
之
を
改
め
よ
」
と
。
(
中

略
)
命
じ
て
之
を
留
む
。
(
『
世
宗
賓
録
」
巻
五
六
、
十
四
年
六
月
壬
辰
〔
五
日
〕
係
)

こ
の
史
料
S
に
み
え
る
「
監
考
・
色
吏
」
と
は
、
と
も
に
本
来
各
口
巴
の
守
令
が
執
行
す
べ
き
公
務
を
委
任
さ
れ
た
者
で
、
色
吏
は
各
口
巴
の
郷

吏
中
か
ら
差
定
さ
れ
る
(
署
員
務
捨
賞
者
、
監
考
は
そ
の
色
吏
の
不
正
を
防
止
し
、
捨
首
賓
務
の
執
行
を
監
督
す
る
た
め
に
、
各
邑
内
の
在
地
士
族

(
初
)

か
ら
選
任
さ
れ
る
者
で
あ
る
。
ま
た
、
「
差
使
員
」
は
、
あ
る
特
定
の
公
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
各
道
の
観
察
使
に
よ
っ
て
管
内
各
邑
の
守

(
訂
)

令
の
な
か
か
ら
差
定
さ
れ
る
者
を
い
う
。

国
税
穀
を
京
倉
に
直
納
す
る
京
畿
諸
邑
の
場
合
、
各
邑
か
ら
農
民
が
直
接
京
倉
ま
で
搬
入
す
る
田
税
穀
は
、
首
初
、
首
該
各
邑
の
監
考
・
色

吏
が
そ
の
牧
税
賓
務
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
太
宗
十
七
年
(
一
四
一
七
)
以
後
、
差
使
員
三
人
と
開
城
留
後
司
一
人
の
み
が
収
税

を
監
督
す
る
方
式
に
韓
換
し
た
。
し
か
し
、
牧
税
作
業
が
遅
滞
す
る
弊
害
を
生
じ
た
た
め
、
世
宗
即
位
年
(
一
四
一
八
九
ふ
た
た
び
監
考
・
色

(
犯
)

吏
に
収
税
責
務
を
捨
首
さ
せ
、
差
使
員
一
人
を
抵
遣
し
て
こ
れ
を
監
督
さ
せ
る
よ
う
改
め
た
。
だ
が
賓
際
に
は
差
使
員
は
抵
遣
さ
れ
な
か
っ
た

ょ
う
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
世
宗
十
四
年
(
一
四
三
二
)
六
月
に
至
り
、
史
料
S
に
み
る
よ
う
な
戸
曹
の
上
啓
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
さ
て
、
こ
の
と
き
戸
曹
は
啓
し
て
、
京
畿
各
邑
の
田
税
穀
を
監
考
・
色
吏
が
濫
牧
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
監
考
・
色
吏
を
除
き
、
差
使
員
が

親
監
し
て
牧
税
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
、
納
税
者
が
白
量
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
に
績
け
て
、
納
税
額
の
多
少
に
麿
じ
て
各
邑
そ
れ
ぞ

れ
に
収
納
期
限
を
設
定
す
る
こ
と
を
請
願
し
た
。
具
樫
的
に
は
、
観
察
使
が
各
邑
の
納
税
額
の
多
少
を
調
査
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
十
月
一
日
か
ら

十
二
月
十
五
日
の
範
園
で
納
期
を
定
め
る
、

そ
し
て
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
邑
に
命
じ
て
所
納
の
人
名
と
米
豆
の
石
数
を
記
録
さ
せ
て
お
き
、
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納
期
が
く
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
田
税
穀
を
上
納
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
各
邑
ご
と
に
個
別
に
納
期
を
定
め
る
と
、
そ
の
納
期
以
前
に
田
税
穀
を
京
倉
ま
で
運
搬
し
て
き
た
者
は
期
日
ま
で
に
王
都
に
と
ど

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
王
都
へ
至
る
期
日
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
期
限
ど
お
り
に
そ
ろ
っ
て
収
納
す
る
こ
と

な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
、
な
ど
、
こ
の
案
に
封
し
て
は
消
極
的
・
否
定
的
な
反
磨
が
強
か
っ
た
た
め
、
世
宗
は
裁
可
を
保
留
し
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
戸
曹
が
各
口
巴
ご
と
の
京
倉
収
納
期
限
を
定
め
る
と
き
に
用
い
た
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
と
い
う
期
間

の
枠
で
あ
る
。
各
邑
ご
と
に
別
々
の
納
期
を
設
定
す
る
と
い
う
の
は
戸
曹
の
創
案
と
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
S
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
お
そ

ら
く
そ
れ
は
賓
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
納
税
期
間
の
枠
の
ほ
う
は
、
戸
曹
の
ま
っ
た
く
の
創
案
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
昔
時
の
京
畿
諸
口
巳
の
田
税
は
こ
の
枠
内
で
京
倉
へ
上
納
さ
れ
て
お
り
、
戸
曹
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
に
す
ぎ
な

い
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
み
え
る
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
ま
で
と
い
う
納
税
期
聞
が
、
そ
の
ま
ま
成
宗
代
(
一
四
六
九
l
九
四
)
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た
同
じ
く
直
納
に
よ
っ
た
江
原
道
の
一
部
の
邑
が
こ
れ
と
同
じ
期
間
内
に
田
税
を
上
納
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
記
録
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
京
倉
へ
の
納
期
を
首
該
年
度
の
翌
年
六
月
ま
で
と
す
る
『
経
園
大
典
」

所
牧
の
規
定
の
ほ
か
に
、
京
倉
直
納
諸
邑
だ
け
の
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
ま
た
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

ー」ーーノ、

び

む

す

以
上
、
本
稿
で
は
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
田
税
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
に
閲
す
る
規
定
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
整
備
さ
れ
て
い
く
の
か

を
や
や
詳
し
く
検
討
し
た
。
推
測
に
依
擦
し
た
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
断
片
的
な
史
料
を
貼
鞍
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
ま
で
は
史
責
に
迫

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
次
の
六
賭
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
一
)
朝
鮮
建
国
首
初
に
お
け
る
漕
運
穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
は
、
王
都
漢
城
か
ら
の
匝
離
に
よ
っ
て
各
道
を
「
近
道
」
と
「
遠
這
」
に
分

け
、
①
「
近
這
」

で
は
牧
穫
年
内
に
漕
倉
で
の
牧
税
を
開
始
し
、
十
月
宇
ば
の
水
路
氷
結
前
に
漕
運
を
(
よ
っ
て
上
納
も
)
完
了
す
る
(
規
定

十
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A
)
の
に
針
し
、
「
遠
道
」
で
は
漕
倉
で
の
牧
税
こ
そ
牧
穫
年
内
に
開
始
す
る
が
、
漕
運
は
翌
年
に
賓
施
す
る
(
規
定
B
)
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
首
初
、
「
近
道
」
に
は
忠
清
道
・
黄
海
道
と
江
原
道
の
一
部
が
、
「
遠
道
」
に
は
全
羅
道
・
慶
尚
道
が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
た
。

(
二
)
こ
の
う
ち
の
規
定
A
は
、
世
宗
三
年
三
四
二
一
)
八
月
以
前
に
は
「
近
道
」
全
遁
に
等
し
く
適
用
さ
れ
た
が
、
江
原
・
黄
海
の
二

遁
は
、
遅
く
と
も
同
二
十
年
(
一
四
三
八
)
二
月
ま
で
の
聞
に
適
用
外
と
な
り
、
「
遠
遁
」
同
様
、
規
定
B
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
山

清
遁
に
つ
い
て
も
同
二
十
一
年
以
降
は
規
定
B
が
適
用
さ
れ
た
。
規
定
A
に
よ
る
輪
迭
・
上
納
は
早
く
か
ら
そ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

首
時
の
頒
椋
制
度
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
た
め
に
、
同
制
度
が
世
宗
二
十
一
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
忠
清
道
で
は
適
用
さ
れ

績
け
た
わ
け
で
あ
る
。

〆'ーー、、、

一¥-./ 

一
方
、
規
定
B
で
は
漕
倉
で
の
牧
税
期
間
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
首
初
は
収
穫
年
内
に
牧
税
作
業
を
完
了
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
成
熟
前
に
穀
物
を
牧
穫
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
弊
害
の
た
め
、
太
宗
十
八
年
(
一
四
一
八
)

八
月
以
降
の
あ
る
時
期
か
ら
、
収
穫
年
の
翌
年
正
月
に
漕
倉
で
の
牧
税
を
開
始
し
、
首
月
晦
日
よ
り
漕
運
を
賓
施
し
て
上
納
す
る
よ
う
に
改
め

ら
れ
た
(
規
定
C
)
0

(
四
)
し
か
し
、
規
定
B
・
規
定
C
と
も
に
漕
運
の
完
了
期
限
つ
い
て
は
と
く
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
賓
際
に
は

漕
運
を
含
め
て
輪
迭
・
上
納
が
規
定
よ
り
も
遅
延
す
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
。
世
宗
代
か
ら
端
宗
代
に
か
け
て
漕
運
に
私
船
が
大
量
に
動

員
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鈴
儀
な
く
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
『
庚
辰
戸
典
」
に
は
漕
倉
で
の
収
税
期
限
に
閲
す
る

規
定
す
ら
牧
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
成
宗
一
冗
年
(
一
四
七
O
)
の

『
経
園
大
典
」
校
勘
に
際
し
て
、
牧
税
期
間
と
漕
運
期
間
に
つ
い
て

の
規
定
を
牧
銀
す
る
こ
と
が
議
さ
れ
た
。
結
局
『
乙
巳
大
典
』
に
は
牧
税
期
聞
が
牧
録
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、
『
乙
巳
大
典
』
が
最
終
的

に
定
着
す
る
成
宗
十
五
年
(
一
四
八
四
)
の
頃
ま
で
に
は
、
漕
倉
で
の
牧
税
期
聞
を
牧
穫
年
の
十
一
月
一
日
よ
り
翌
年
正
月
ま
で
、
漕
運
期
間

を
二
月
十
五
日
か
ら
雨
期
に
入
る
前
ま
で
と
す
る
規
定
が
整
え
ら
れ
た
。
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(
五
)
慶
尚
遁
の
田
税
穀
も
基
本
的
に
は
漕
運
に
よ
っ
て
輪
迭
・
上
納
さ
れ
た
が
、
太
宗
三
年
(
一
四
O
三
)
以
前
は
そ
の
北
部
、
以
後
は

十
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全
遁
に
お
い
て
田
税
穀
を
遁
界
を
越
え
て
陸
路
、
忠
州
の
慶
源
倉
(
世
租
十
一
年
〔
一
四
六
六
〕
以
後
、
可
興
倉
)
へ
輪
納
し
、
そ
こ
か
ら
漢
江
を

利
用
し
て
輪
迭
・
上
納
し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
輪
迭
方
式
に
関
連
し
て
、
太
宗
三
年
以
後
、
可
興
倉
で
の
牧
税
期
限
に
つ
い
て
は
他
の
漕

運
穀
と
は
異
な
っ
た
規
定
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
成
宗
五
年
(
一
四
七
四
)
以
前
(
た
だ
し
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
は
不
明
)
は

政
穫
年
の
十
二
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
同
十
九
年
ま
で
の
聞
に
翌
年
二
月
ま
で
に
延
長
さ
れ
た
。

(
六
)
田
税
を
京
倉
に
直
納
す
る
京
畿
諸
邑
と
江
原
道
の
一
部
の
邑
に
つ
い
て
は
、
『
乙
巳
大
典
』
に
、
す
べ
て
の
租
税
・
貢
物
は
首
該
年

度
の
翌
年
六
月
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
規
定
が
大
枠
と
し
て
は
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
遅
く
と
も
『
庚
辰

戸
典
』
の
段
階
で
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
大
枠
で
あ
り
、
そ
の
枠
内
で
京
倉
直
納
穀
に
限
っ
た
規
定
が
存
在
し
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
世
宗
十
四
年
(
一
四
三
二
)
首
時
、
京
畿
諸
邑
の
田
税
穀
の
上
納
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
を
牧
穫

年
の
十
月
十
五
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
と
す
る
規
定
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。

頑
末
な
考
誼
に
終
始
し
た
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
朝
鮮
初
期
の
田
税
制
度
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
な
事

賓
を
可
能
な
範
固
で
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
や
は
り
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
期
限
規
定
の
も
と
、
漕
倉
で
の

牧
税
作
業
や
漕
運
船
へ
の
田
税
穀
の
積
み
込
み
、
漕
運
船
圏
の
運
航
、
京
倉
に
お
け
る
牧
納
作
業
な
ど
が
賓
際
に
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
控
え
て
い
る
。
す
べ
て
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

++目-

M
-
盲目回(

1
)

漕
運
は
ま
た
「
漕
韓
」
と
も
い
い
、
一
般
的
に
は
「
船
で
物
を
は

こ
ぶ
」
(
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
(
修
訂
版
)
』
巻
七
〔
大
修
館
書

応
、
一
九
九
五
年
〕
一
二
八
百
(
)
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
の
諸
記

録
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味
で
こ
の
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
例
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
各
地
で
徴
収
さ
れ
た
目

税
穀
を
輸
送
す
る
た
め
に
園
家
が
整
備
し
た
水
運
機
構
も
ま
た
「
漕

運
(
漕
轄
)
」
と
稀
し
た
。
い
わ
ば
漕
運
制
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
漕
達
制
に
基
づ
く
聡
廷
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
「
漕
運
」
の

十
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語
を
用
い
る
。

(
2
)

朝
鮮
時
代
、
漕
逗
に
従
事
し
た
船
舶
は
「
漕
運
船
」
「
漕
轄
船
」

「
漕
船
」
等
と
表
記
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
漕
倉
に

配
備
さ
れ
た
漕
運
専
用
船
に
限
ら
れ
ず
、
と
く
に
朝
鮮
初
期
に
は
、

軍
用
の
船
舶
(
「
軍
船
」
「
兵
船
」
「
戦
艦
」
)
を
使
用
す
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
民
間
所
有
の
船
舶
で
あ
る
「
私
船
」
を
借
り
上
げ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
漕
遂
に
従
事
す
る
船
舶

の
線
栴
と
し
て
「
漕
運
船
」
を
用
い
、
漕
倉
所
属
の
漕
運
専
用
船
を

「
漕
船
」
、
軍
用
船
を
「
軍
船
」
と
栴
す
る
。

(
3
)

慶
義
に
は
王
都
漢
城
所
在
の
官
倉
を
い
い
、
田
税
穀
の
主
要
な
納

入
先
と
し
て
は
軍
資
監
・
皇
儲
倉
・
由
民
興
倉
の
三
官
街
の
も
の
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
資
監
は
軍
糧
穀
、
幽
豆
儲
倉
は
岡
用
経
費
を

そ
れ
ぞ
れ
管
掌
し
、
一
債
興
倉
は
官
僚
へ
の
椋
俸
頒
給
業
務
を
捨
賞
し

た
(
『
経
岡
大
典
』
巻
一
、
吏
典
京
官
職
候
)
o

こ
れ
ら
一
一
一
官
街
に
は

本
藤
舎
に
倉
庫
を
併
設
(
本
倉
、
ま
た
は
狭
義
の
京
倉
)
す
る
ほ
か
、

漕
逗
穀
の
陸
揚
港
で
あ
る
龍
山
江
(
軍
資
監
倉
)
と
西
江
(
盟
一
忌
愉

倉
・
庚
興
倉
)
に
江
倉
(
分
倉
)
を
置
い
た
。
軍
資
監
と
幽
豆
儲
倉
に

は
、
さ
ら
に
漢
城
内
の
松
腕
に
別
倉
も
設
け
ら
れ
て
い
た
(
『
太
宗

賓
録
』
巻
二
五
、
十
二
一
年
四
月
乙
丑
〔
十
七
日
〕
係
。
『
世
組
賓
録
』

巻
二
一
、
六
年
八
月
丁
卯
〔
二
十
四
日
〕
係
、
同
書
巻
三
二
、
卜
年

正
月
乙
丑
〔
十
二
口
〕
僚
)
o

庚
興
倉
の
本
倉
(
狭
義
の
京
倉
)
は

そ
の
後
、
西
江
の
江
倉
と
統
合
さ
れ
、
成
宗
一
川
年
(
一
四
七

O
)
に

は
豊
儲
倉
の
江
倉
も
こ
れ
に
統
合
さ
れ
た
(
『
成
宗
賓
録
』
巻
四
、

元
年
三
月
丙
午
〔
二
十
七
日
〕
篠
)

0

(
4
)

『
経
岡
大
血
ハ
』
巻
二
、
戸
典
漕
轄
保
割
註
。
「
一
口
小
…
畿
の
諸
口
巴
、
江

313 

」

原
道
の
准
陽
・
金
城
・
金
化
・
平
康
・
伊
川
・
安
峡
・
銭
原
等
の
口
出

の
国
税
は
京
倉
に
直
納
す
。
牙
山
の
貢
税
串
倉
は
忠
清
道
国
税
を
牧

む
。
忠
州
の
可
興
倉
は
忠
清
・
慶
尚
這
の
国
税
を
牧
む
。
成
悦
の
徳

城
倉
、
霊
光
の
法
聖
倉
、
羅
州
の
築
山
倉
は
並
び
に
全
羅
道
の
国
税

を
牧
む
。
原
州
の
興
原
倉
、
春
川
の
昭
陽
倉
は
並
び
に
江
原
逗
の
出

税
を
取
む
。
白
川
の
金
谷
浦
倉
、
江
陰
の
助
邑
浦
倉
は
並
ぴ
に
黄
海

這
の
国
税
を
収
む
」

0

(
5
)
朝
鮮
時
代
の
出
税
制
度
は
、
土
地
制
度
と
と
も
に
戦
前
か
ら
活
発

に
研
究
さ
れ
て
き
た
分
野
の
一
つ
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の

成
果
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
朝
鮮
初
期
に
言
及
す
る
も
の
も
少

な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
紹
介
・
整
理
す
る
徐
裕

は
な
い
。
代
表
的
な
専
論
の
み
を
あ
げ
れ
ば
、
朴
時
亨
「
李
朝
田
税

制
度
判
成
立
過
程
」
(
『
震
檀
撃
報
」
第
一
四
巻
、
京
城
、
一
九
四

一
年
)
、
朴
定
子
「
李
朝
初
期
公
田
|
|
民
同
司
財
政
節
次
寸

釘
詐
叶
|
|
」
上
・
下
(
『
淑
大
史
論
』
第
六
輯
、
第
七
輯
、
刈
O
言、

一
九
七
一
年
、
一
九
七
二
年
)
、
金
玉
根
「
李
朝
国
税
制
度
研
究
」

(
「
釜
山
水
産
大
同
学
校
論
文
集
」
第
一
一
一
輯
、
釜
山
、
一
九
七
四
年
)
、

李
載
襲
「
朝
鮮
初
期
国
税
制
度
研
究
」
(
「
韓
園
史
皐
』
四
、
ぺ
O

官、

一
九
八
三
年
、
『
朝
鮮
初
期
批
曾
構
造
研
究
」
〔
一
潮
関
、
刈
O
言
、
一

九
八
四
年
〕
所
牧
)
、
李
章
雨
『
朝
鮮
初
期
国
税
制
度
斗
岡
家
財
政
」

(
一
潮
閣
、
付
金
、
一
九
九
八
年
)
美
制
動
『
朝
鮮
初
期
国
税
制
度

研
究
|
|
踏
験
法
寸
ぺ
貢
法
税
制
豆
斗
韓
換
|
|
」
(
高
麗
大

胆
学
校
民
族
文
化
研
究
院
、
付
金
、
二

O
O
二
年
)
、
な
ど
が
あ
る
。

(
6
)

田
税
穀
の
輸
途
・
上
納
イ
刀
法
に
闘
し
て
は
、
そ
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
漕
運
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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し
か
し
、
朝
鮮
時
代
の
漕
運
制
研
究
は
そ
れ
白
樫
が
き
わ
め
て
不
振

な
状
況
に
あ
る
う
え
に
、
と
く
に
朝
鮮
初
期
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
な
現
状

を
多
少
な
り
と
も
改
善
す
べ
く
、
こ
れ
ま
で
お
も
に
こ
の
時
期
の
漕

運
制
を
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
首
時

の
漕
淫
制
と
そ
の
淫
管
の
賞
態
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
明
ら
か
に
で

き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
愛
表
し
た
成
果
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
六
反
田
豊
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
樫
制
|
|
各
這

単
位
に
み
た
そ
の
整
備
・
総
長
遷
過
程
|
|
」
(
『
朝
鮮
皐
報
』
第
一
二

三
輯
、
一
九
八
七
年
)
、
同
「
海
運
判
官
小
考
|
|
李
朝
初
期
に
お

け
る
そ
の
職
掌
と
創
設
背
景
|
|
」
(
『
年
報
朝
鮮
皐
」
創
刊
披
、
一

九
九

O
年
)
、
同
「
李
朝
初
期
漢
江
の
水
姑
制
度
に
つ
い
て
」
(
『
史

淵
」
第
一
二
八
輯
、
一
九
九
一
年
)
、
同
「
高
麗
末
期
の
漕
運
運
管
」

(
『
久
留
米
大
皐
文
撃
部
紀
要
(
園
際
文
化
皐
科
編
)
」
第
二
焼
、
一

九
九
三
年
)
、
同
「
李
朝
初
期
の
漕
運
運
管
機
構
」
(
『
朝
鮮
皐
報
」

第
一
五
一
輯
、
一
九
九
四
年
)
、
同
「
朝
鮮
初
期
漕
運
制
に
お
け
る

船
卒
・
船
舶
の
動
員
健
制
」
(
『
朝
鮮
文
化
研
究
』
第
四
披
、
一
九
九

七
年
)
、
同
「
朝
鮮
成
宗
代
の
漕
運
政
策
論
議
|
|
私
船
漕
運
論
を

中
心
と
し
て
|
|
」
上
・
下
(
『
史
淵
』
第
二
二
六
輯
、
第
一
一
一
一
七

輯
、
一
九
九
九
年
、
二

0
0
0年
)

0

(
7
)
『
経
園
大
典
」
序
。

(
8
)

『
世
岨
賓
録
」
巻
一
二
、
六
年
七
月
辛
卯
(
十
七
日
)
係
。

(
9
)

『
世
租
賓
録
」
巻
二
五
、
七
年
七
月
丁
未
(
九
日
)
・
発
丑
(
十

五
日
)
候
。

(
日
)
『
容
宗
賓
録
」
巻
七
、
元
年
九
月
丁
未
(
二
十
一
日
)
係
。

」

(
日
)
『
成
宗
(
貫
録
』
巻
三
、
元
年
二
月
戊
午
(
九
日
)
・
庚
申
(
十
一

日
)
係
。
同
乗
自
在
四
、
元
年
四
月
発
升
(
五
日
)
・
甲
寅
(
六
日
)

係
。
同
書
巻
八
、
一
川
年
卜
月
辛
未
(
二
十
七
日
)
係
。
同
書
省
一

O
、

二
年
五
月
丁
酉
(
二
十
五
日
)
候
。
同
書
巻
三
六
、
四
年
十
一
月
辛

丑
(
十
四
日
)
係
。
同
書
一
二
八
、
五
年
正
月
戊
子
(
二
日
)
係
。
同

室
田
巻
一
四
七
、
十
二
一
年

1
月
発
酉
(
八
日
)
係
。
同
書
巻
一
六
七
、

十
五
年
六
月
甲
申
(
二
卜
九

H
)
係。

(
ロ
)
『
成
宗
一
貫
録
』
巻
一
七
一
一
一
、
十
二
月
丙
辰
(
三
日
)
係
。

(
日
)
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
調
査
課
編
、
前
掲
『
李
朝
法
典
考
』
「
第
二

車
経
園
大
典
の
制
定
」
四
九
頁
。
田
鳳
徳
(
渡
部
墜
・
李
丙
沫

誇
)
『
李
朝
法
制
史
』
(
北
望
祉
、
束
京
、
一
九
七
一
年
二
月
)
「
一

李
朝
法
制
史
|
|
李
朝
固
有
法
典
の
性
質
と
立
法
|
|
」
一
一
頁
。

(
M
)

「
韓
」
字
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
か
、
李
載
襲
は
「
蔽
韓
」
を
動

詞
に
と
り
、
本
来
他
の
用
途
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
税
穀
を
椋
俸
に
轄

用
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
(
李
載
襲
『
朝
鮮
初
期
批
舎
構
造
研
究
』

〔
一
潮
閣
、
刈
O
言
、
一
九
八
四
年
〕
「
第
1
編
第
3
t早
朝
鮮
初
期

司
椋
俸
制
」
八

O
l
八
一
頁
)
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
椋
俸
財
源

を
確
保
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
団
地
を
「
椋
縛
位
出
」
(
「
太
宗
賓

録
』
巻
三
、
二
年
二
月
戊
午
〔
五
日
〕
係
)
と
す
る
記
述
、
あ
る
い

は
「
称
韓
及
び
各
遁
の
貢
物
、
江
透
に
散
置
す
」
(
同
室
田
中
台
五
、
三

年
六
月
庚
戊
〔
四
日
〕
僚
)
と
い
う
記
述
な
ど
か
ら
み
て
、
「
椋
韓
」

が
名
詞
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
李
の
解
稗
は
成
り
立
た
な
い
。

な
に
ゆ
え
に
「
轄
」
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い

も
の
の
、
「
誠
蒋
は
官
吏
を
待
す
る
所
以
に
し
て
、
、
軍
資
は
士
卒
を

養
う
所
以
な
り
」
(
同
三
年
六
月
壬
子
〔
六
日
〕
篠
)
と
い
う
表
現

十
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か
ら
も
明
ら
か
よ
う
に
、
「
蔽
轄
」
が
官
僚
に
頒
給
さ
れ
る
蔽
俸
財

源
の
た
め
の
同
税
穀
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
日
)
六
反
田
豊
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
艦
制
」
一
一
一
五
l

一

二
七
百
円
。

(
日
)
六
反
田
豊
前
掲
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
髄
制
一
一
一
五
1
一一一

七
お
よ
び
一
一
二
三
l
一
三
四
頁
。

(
ロ
)
も
っ
と
も
、
「
近
這
」
に
黄
海
道
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

な
ぜ
史
料
D
に
お
い
て
河
罷
等
は
忠
清
・
江
原
二
道
の
み
そ
の
国
税

穀
の
輸
送
・
上
納
期
限
を
問
題
と
し
、
黄
海
道
に
つ
い
て
は
言
及
し

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

(
凶
)
六
反
田
豊
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
田
税
輸
送
樫
制
」
一
二
五
!
一

三
六
頁
。

(
日
)
『
世
宗
賓
録
」
巻
八
O
、
二
十
年
二
月
甲
戊
(
二
十
日
)
候
。
同

史
料
は
本
文
中
に
史
料
ー
と
し
て
引
用
。
な
お
、
朝
鮮
初
期
の
旅
俸

制
度
に
つ
い
て
は
、
李
載
襲
、
前
掲
書
「
第
1
編
第
3
章

朝

鮮

初

期
判
蔽
俸
制
」
お
よ
び
程
貞
喚
『
高
麗
・
朝
鮮
時
代
蔽
俸
制
研

究
」
(
慶
北
大
型
校
山
川
版
部
、
大
郎
、
一
九
九
一
年
)
「
第
8
章

朝

鮮
前
期
椋
俸
制
司
整
備
斗
ユ
愛
動
」
を
参
照
。

(
加
)
李
載
襲
、
前
掲
書
「
第
1
編
第
3
掌
朝
鮮
初
期
斗
椋
俸
制
」

七
三
頁
。
崖
貞
焼
、
前
掲
書
「
第
7
章
高
麗
称
俸
制
判
団
浸

透
」
二
二
三
頁
。
ま
た
、
本
文
中
の
史
料
ー
を
参
照
。

(
幻
)
『
太
宗
賓
録
」
巻
二
四
、
十
二
年
七
月
庚
子
(
十
七

H
)
候。

(
訟
)
な
お
、
こ
の
史
料
L
に
み
え
る
「
先
納
」
と
は
、
『
太
組
(
貫
録
』

を
一
回
、
七
年
閏
五
月
半
巳
(
六
日
)
僚
の
清
州
牧
使
全
自
梓
に
よ

る
陳
書
中
に
、
「
園
家
の
牧
租
、
毎
に
六
月
の
初
に
蛍
た
り
、
小
委

315 

」

ヰ
口
熟
す
れ
ば
即
ち
之
を
牧
め
、
以
て
京
倉
に
聡
す
。
之
を
先
納
と
謂

う
。
年
例
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秋
に
播
種
し
て
初

夏
に
状
穫
す
る
小
姿
を
毎
年
六
月
に
牧
祝
し
て
L

上
納
す
る
こ
と
で
あ

る
。
史
料
L
で
は
、
こ
の
先
納
も
七
月
か
ら
収
税
を
開
始
し
て
八
月

に
漕
運
船
に
積
み
込
む
と
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
首
初
の
規
定
か
ら

す
れ
ば
輪
迭
が
遅
延
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
先
納
と

し
て
輸
送
・
上
納
さ
れ
る
小
委
は
、
量
的
に
は
さ
ほ
ど
の
規
模
で
は

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
右
に
引
い
た
記
録
と
史
料
L
以
外
に
は
、

と
く
に
そ
の
輸
送
・
上
納
期
限
に
つ
い
て
鰯
れ
た
記
録
は
見
嘗
た
ら

な
し
。

(
お
)
六
反
田
壁
、
前
掲
「
朝
鮮
初
期
漕
、
運
制
に
お
け
る
船
卒
・
船
舶
の

動
員
程
制
」
八
四
頁
。

(
弘
)
こ
の
と
き
の
校
勘
は
、
成
宗
元
年
二
月
か
ら
十
月
の
聞
に
な
さ
れ

た
0

『
成
山
市
貫
録
』
巻
三
、
元
年
二
月
戊
午
(
九
日
)
・
炭
申
(
十
一

日
)
候
。
同
来
日
巻
四
、
元
年
四
月
発
升
(
五
日
了
甲
寅
(
六
日
)

係
。
同
書
巻
八
、
一
五
年
十
月
辛
未
(
二
十
七
日
)
係
。

(
お
)
六
反
田
堂
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
国
税
輸
送
艦
制
」
四
O
l
五
八

百円。

(
お
)
六
反
田
壁
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
国
税
輪
、
迭
健
制
」
五
八
百
八

O

(
幻
)
『
慶
尚
道
地
理
志
』
総
論
「
道
内
租
税
捧
上
、
載
釘
慮
及
漕
運
水

路
、
陸
韓
程
迭
、
次
次
施
行
」
係
。
「
金
海
は
、
府
の
南
、
城
底
の

江
倉
に
於
い
て
船
に
載
せ
、
洛
東
江
に
至
る
が
水
路
十
四
日
、
嶺
を

過
ぎ
て
慶
原
倉
に
至
る
が
陸
路
四
円
程
な
り
」

0

(
お
)
漢
江
で
の
漕
濯
に
は
、
同
江
(
一
部
は
そ
の
支
流
)
に
設
け
ら
れ

た
水
描
所
属
の
姑
船
が
利
用
さ
れ
た
。
漢
江
の
水
姑
は
、
王
都
漢
城

十
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L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・
3

E
待

ー「

316 

よ
り
上
流
域
を
左
這
、
下
流
域
を
右
道
に
分
け
、
左
這
に
七
か
所
、

右
這
に
一
か
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
六
反
田
豊
、
前
掲
「
李
朝
初

期
漢
江
の
水
姑
制
度
に
つ
い
て
」
参
照
。

(
お
)
『
世
租
賓
録
」
巻
二
一
、
六
年
七
月
辛
卯
(
十
七
日
)
篠
に
は
、

「
命
じ
て
新
定
の
大
典
戸
典
を
頒
行
せ
し
む
。
元
・
績
六
典
及
び
謄

銀
内
の
戸
典
を
牧
む
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
元
・
績
六
典
」

が
『
経
済
六
典
」
の
『
元
六
典
』
と
『
績
六
典
』
を
さ
す
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
一
方
「
謄
録
」
は
、
『
成
宗
賓
録
』
径
一
八
、
一
一
一

年
五
月
乙
丑
(
二
十
九
日
)
係
に
、
「
同
知
事
李
承
召
日
く
、
「
(
中

略
)
昔
世
宗
朝
、
設
く
る
べ
き
の
法
有
ら
ば
則
ち
別
に
係
享
を
立
て
、

之
を
名
づ
け
て
謄
録
と
日
ぃ
、
而
し
て
元
・
績
六
典
を
改
め
ざ
る
は
、

紛
更
を
重
ん
ず
る
の
所
以
な
り
。
(
後
略
)
』
と
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
世
宗
代
(
一
四
一
八
l
五
O
)
以
降
、
『
元
六

典
』
『
績
六
血
ハ
』
以
外
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
法
を
別
途
記
録
し
た

も
の
で
あ
る
。
田
川
孝
三
一
『
李
朝
貢
納
制
の
研
究
』
(
東
洋
文
庫
、

一
九
六
四
年
)
「
第
四
編
李
朝
初
期
の
貢
納
請
負
」
三
四

0
・一一一

四
四
頁
。

(
日
出
)
六
反
田
豊
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
漕
運
運
管
機
構
」
-
二
六
頁
。

(
況
)
六
反
田
豊
、
前
掲
「
李
朝
初
期
の
漕
運
運
管
機
構
」
-
二
三
頁
。

(
お
)
「
世
宗
(
貫
録
』
巻
一
、
即
位
年
卜
月
己
丑
(
卜
一
一
一

H
)
除。

十
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of opInIons occupied a large percentage, and on this point the palace

attendants (shizhong f*9=J) and palace attendant-in-ordinary (zhongchangshi

9=J1tf*) had great influence on the emperor.

5) Furthermore, the shizhong and zhongchangshi would report to the

emperor unofficially, and in this manner policy making was expedited.

6) The zhongchao that functioned in this manner formed the secretariat '§m
that was centered on the emperor and the shangshu.

THE TERM FOR PAYING THE RICE-FIELD TAX IN THE

EARLY JOSEON DYNASTY, WITH A FOCUS ON

SHIPMENT OF GRAIN BY BOAT

ROKUTANDA Yutaka

As a part of a broader study of the rice-field tax EBmin the early period of

the loseon dynasty, this study considers what sort of regulations existed at the

time regarding the time limit for collected rice-field tax in each region to be sent

to the royal capital Hanseong i~~ and what was the process of its

systematization, particularly in the case of transport of grain via the waterways

~!jI.

In the case of shipment of the tax by boat, there where two time limits

established for the payment of the tax depending on the distance from the capital.

The regulation that payment must be completed by the middle of the tenth month

that had applied to areas near the royal capital Hanseong, such as Chungcheong-do

,'iE',1N~, Hwanghae-do jf~m:~, and part of Gangwon-do 1IJJi(~ was gradually

restricted to a smaller area due to the abuses that were reported from early on,

the stipend )}JUfJ*" system was reformed and after 1439 it was no longer necessary

to ship the rice-field tax within the year of the harvest, and the rules that had

been applied to the provinces far from the capital, such as leolla-do ~*i~ and

Gyeongsang-do ~fiO'~, were applied to the areas near the capital. This meant

that tax would be collected in warehouses on the waterways ~!~ within the year,

but that shipment by boat would be carried out in the following year. However,

there were many defects in the regulations. Furthermore, because there were no

detailed regulations included in Gyeongguk Daejeon *~~*~, the fundamental

laws of the loseon dynasty, at the time of its compilation, the revision of

regulations took place at the close of the 15th century. In the end, deposit of the

- 2-

II Ii



J~~j$~;PJf~ ~~+[Zg~ ~-% 2005· 09 .=:tJ:
~I ~ IL

tax in warehouses on the waterways was extended from the first day of the

eleventh month of the year of the harvest to first month of the next year, and

time limit for the period of shipment was extended from the 15th day of the

second month to the period prior to the rainy season. Gyeongguk Daejeon only

records the term limit of payment in warehouses on the waterways.

The payment of the rice-field tax from Gyeongsang-do was fundamentally

conducted via waterway transport, but the rice-field tax from a portion or the

entire territory was transported for payment in a special manner, being shipped by

land and stored in the Gyeongwon-chang ~?mt~ in Chungju ,'iEJ-.1+I (in the Gaheung

chang 1lJ~~ after 1466), and from there via the Han-gang River ?:lrI.
Moreover, as regards the time limit in the Gaheung-chang, regulations were

established that varied from those that applied to other warehouses on the

waterways. In other words, prior to 1474 payment had to be made by the 12th

month of the year of harvest, but thereafter, until 1488, the time limit was

extended to the second month of the following year.

As regards the counties in Gyeonggi *~ and some of the counties in

Gangwon-do that paid their rice-field tax directly to capital warehouses *~, all

taxes fli~ and tributes Jt~m had to be paid by the sixth month of the next year

according to regulations of Gyeongguk Daejeon, and this rule was generally applied.

This regulation was put into effect by 1460, and it appears that there existed

within this broad framework regulations that were applied only to the direct

deposit of the tax in capital warehouses. Regarding the payment of the rice-field

tax by various counties in Gyeonggi at least in 1432, it is certain that there were

regulations that stipulated the term to be from the 15th day of the tenth month

until the 15th day of the twelfth month of the year of the harvest.

THE SCHOLARLY TRADITION OF FANG CLAN IN TONGCHENG

tlPJ~ AND ITS CONTINUATION IN THE LATE MING

MIURA Shuichi

In Wanli 25 (1597), Fang Xuejian 7J~~!WT, then 58 years old, became

convinced that the theory that there was no distinction between good and evil

~~~®s}t was mistaken. Then he attempted to fashion an order that could be

applied to the changing society of Tongcheng, which had been transformed since

the beginning of the Wanli era. Regarding good ~ and pattern :ElI! as the

-3-

II Ii


	13564PS00
	23564PS00
	33564PS00
	43564PS00
	53564PS00
	63564PS00
	73564PS00
	83564PS00
	93564PS00
	103564PS00
	113564PS00
	123564PS00
	133564PS00
	143564PS00
	153564PS00
	163564PS00
	173564PS00
	183564PS00
	193564PS00
	203564PS00
	213564PS00
	223564PS00
	233564PS00
	243564PS00
	253564PS00
	263564PS00
	273564PS00
	283564PS00
	293564PS00
	303564PS00

